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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。 

 順次質問を許します。清風会代表、畑中勇吉君。 

    〔清風会代表畑中勇吉君登壇〕 

○７番（畑中勇吉君）  私は、第３回久慈市議会定例

会に当たり、清風会を代表して市政を取り巻く諸課題

について、市長並びに教育長に一般質問を行います。

国の第３次補正予算が11月21日参議院を通過して、復

旧・復興がいよいよ本格化いたします。それらに対す

る提言を含め、通告に従い質問をさせていただきます。 

 第１の質問は、平成24年度当初予算についてであり

ます。平成24年度の予算編成における予算編成方針及

び重点施策をお示しください。 

 第２の質問は、国際リニアコライダー誘致について

であります。古川科学技術政策担当相は、この件に関

し被災地復興の象徴ともなり得る認識を示し、ＩＬＣ

計画について国の第３次補正で５億円を計上いたしま

した。２点お尋ねをいたします。 

 １点目は、復興のシンボルとして被災自治体から誘

致運動を強力に展開すべきと思いますが、見解をお尋

ねいたします。２点目は、トンネルから出る岩石等を

防波堤のマウンドや埋め立てに使用するなど、減災の

ための活用や、藻場造成に利用して漁業振興を図る考

えについてお尋ねをいたします。 

 第３の質問は、災害復旧・復興についてであります。 

 １点目、消防団員等の安全確保について、警察、消

防署員、消防団員の安全確保のため、水門、陸こう閉
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鎖の自動化についてお尋ねいたします。２点目、線路

と国道のかさ上げについて、久慈湊地内のＪＲ八戸線

のかさ上げ及び国道395号を海沿いへのルート変更と

かさ上げにより、減災の取り組みについてお尋ねいた

します。 

 ３点目、漁港への避難階段整備について、津波によ

り人的被害のあった桑畑、白前等の漁港に避難階段整

備についてお尋ねいたします。４点目、魚つき保安林

等の規制解除について、漁業用倉庫等高台移転に関し、

魚つき保安林の規制解除の見通しと、用地造成を補助

対象とするための今後の取り組みについてお尋ねいた

します。 

 ５点目、もぐらんぴあの復興について、復興する場

合の津波対策についてお尋ねいたします。６点目、仮

設住宅への暖房支援について、暖房器具や灯油代等の

支援策をお尋ねいたします。７点目、メガソーラーの

推進策について、設置予定候補地が県から発表されま

したが、当市としての推進策をお尋ねいたします。８

点目、国の第３次補正予算について、当市でどのよう

な事業が対象となるのかお尋ねいたします。 

 第４の質問は、火葬場についてであります。２点お

尋ねいたします。１点目、新火葬場入り口付近の国道

45号に右折路線の新設や、追い越し車線の延長などに

よる交通安全対策をお尋ねいたします。２点目、周辺

環境への配慮として、新火葬場付近の国道、市道に街

路灯設置の計画についてお尋ねいたします。 

 第５の質問は、放射線測定及び被害対策についてで

あります。２点質問いたします。１点目、放射線測定

の取り組み状況と、その結果及び今後の測定強化策を

お示しください。２点目、乳幼児、児童生徒を放射線

被害から守る取り組みについてお尋ねいたします。 

 第６の質問は、大沢地内の信号機設置についてであ

ります。大成橋と国道281号の交差点に信号機設置が

必要と思いますが、考えをお示しください。 

 第７の質問は、保健医療についてであります。１点

目、地域医療について、県立病院等医療充実に向け、

小川岩手医科大学学長が提唱しているいわて被災地過

疎地型新地域医療モデルの推進について見解をお伺い

をいたします。２点目は、肺炎球菌ワクチン接種につ

いて、その取り組み状況をお尋ねいたします。 

 第８の質問は、私立保育所運営費についてでありま

す。2012年度の国の予算編成において、これまで国か

ら市町村に4,000億円とも言われる補助がされていた

保育所運営費が廃止に向けて検討されているとのこと

であります。廃止に対する市の考えと、廃止となった

場合、市財政への影響についてお尋ねいたします。 

 第９の質問は、学童保育所の設置についてでありま

す。山形地区に設置する考えについてお尋ねいたしま

す。 

 第10の質問は、東京電力に対する補償申請について

であります。ホウレンソウ、水稲、シイタケ、肉用牛、

乳牛等の補償申請の状況を把握しているのかお尋ねい

たします。 

 第11の質問は、農業等への震災支援についてであり

ます。東日本大震災の停電によって搾乳用発電機を購

入し、対応した酪農家などに対する支援の取り組みに

ついてお尋ねいたします。 

 第12の質問は、漁業振興について４点お尋ねいたし

ます。１点目、津波で流出し、磯根海域に沈んでいる

がれきの処理対策についてお尋ねいたします。２点目、

稚貝放流するアワビの確保対策についてお尋ねいたし

ます。３点目、津波で沖合いに流されたウニの磯根海

域への移植対策についてお尋ねいたします。４点目、

久慈沖でのイカ釣り船とまき網船の操業紛争解決策に

ついてお尋ねいたします。 

 第13の質問は、八戸・久慈自動車道、三陸北縦貫道

路についてであります。３点質問いたします。１点目、

津波避難所の役割も兼ね備えたサービスエリア設置要

望の考えについてお尋ねいたします。２点目、通学路

等となるべきボックスカルバートに防犯灯の設置要望

についてお尋ねいたします。３点目、津波浸水区域の

ボックスカルバートに津波防災用の扉設置の考えにつ

いてお尋ねいたします。 

 第14の質問は、閉校校舎の活用についてであります。

学校再編によって閉校した校舎の利活用について考え

をお示しください。 

 以上、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  清風会代表、畑中勇吉議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、平成24年度当初予算についてお答えをいた

します。 

 本市の財政状況につきましては、歳入においては、
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東日本大震災の影響や、長引く経済不況の中で、市税

収入の減収が予想されるなど、自主財源の伸びが期待

できない状況にあります。 

 また、歳出においては、扶助費、公債費などの義務

的経費が高水準で推移するほか、震災関連事業や大型

の公共事業も控えておりますことから、引き続き厳し

い財政運営が続くものと認識いたしております。 

 平成24年度当初予算編成に当たりましては、このよ

うな厳しい財政環境を踏まえ、全事業について事業効

果、効率性等を検証し、ゼロベースからの見直しを行

うとともに、行政評価に基づき、施策の優先度に応じ

た財源の 適配分を図り、一層の選択と集中を進め、

限られた財源の重点的かつ効率的な活用に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、重点施策につきましては、東日本大震災に係

る復旧事業を継続するとともに、久慈市復興計画に基

づく諸施策について、優先的に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、国際リニアコライダー誘致についてお答えを

いたします。 

 国際リニアコライダーは、ご承知のとおり、直線距

離30キロメートルから50キロメートルにも及ぶ地下ト

ンネル内において、光速で電子と陽電子の衝突実験を

行うために、各国が協力して世界に一つだけ建設する

大 高性能の加速器であります。建設場所の候補地

として、欧州３カ所、米国１カ所と、日本国内では、

本県の北上高地と佐賀・福岡両県にまたがる脊振山地

の２カ所が上がっております。 

 建設場所としては、強固な岩盤が求められますこと

から、主に砂岩、泥岩及び礫岩が分布している当地域

よりも、堅い花崗岩が広く分布していている内陸南部

が適地とされているものであります。したがって、当

市への誘致は実現性薄いものととらえておりますので、

ご了承願います。 

 また、岩ずりの活用等につきましては、適宜県等に

対しまして提言してまいりたいと考えております。 

 次に、災害復旧・復興についてお答えをいたします。 

 まず、消防団員等の安全確保についてでありますが、

今回の東日本大震災では、沿岸の各市町村において、

水門閉鎖及び住民の避難誘導等に当たった多くの消防

団員等が、津波被害に遭ったところであります。 

 当市の海岸水門は、すべて人力による手動操作であ

りますことから、津波注意報及び津波警報発表時には、

消防団員等が水門等の閉鎖を行うため、津波へ向かっ

ていくこととなり、消防団員等の安全確保を図るため、

かねてから岩手県等に対し継続して遠隔操作化への改

善について要望してきたところであります。 

 今後におきましても、消防団員等の安全確保を図る

ためには、水門及び陸こうの遠隔操作化は喫緊に取り

組む必要がありますことから、実現に向けて、引き続

き岩手県等に対し要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、線路と国道のかさ上げについてでありますが、

ＪＲ八戸線のかさ上げと国道395号の海沿いへのルー

ト変更等による減災効果は、湾口防波堤、防潮堤及び

河川堤防に次ぐ第４線としての防災機能を持たせるこ

とで、津波の威力が軽減されるものと思料するもので

はありますが、浸水した海水の誘導といった課題等に

加えまして、多額の工事費用が見込まれること、住宅

等の移転が伴うことから、根本的な既存まち並み形成

の変更につながるものと予測されますことから、相当

に困難なものであるととらえているところであります。 

 次に、漁港への避難階段整備についてでありますが、

津波に対する避難に当たりましては、速やかに高台に

避難する必要があり、避難経路の確保は重要であると

認識いたしております。各漁港における避難階段につ

きましても、現地の地形的条件等を踏まえながら、避

難階段の効果を検討し、 適な避難経路等の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、漁業用倉庫等高台移転にかかわる魚つき保安

林等の規制解除についてでありますが、個々の案件ご

とに事情が異なりますことから、事業実施主体におい

て事前に事業計画等を作成し、相談していただきたい

と県北広域振興局林務部から伺っているところであり

ます。また、用地造成は国庫補助対象外でありますが、

整備手法について事業主体と連携を図り、検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、もぐらんぴあの復興をする場合の津波対策に

ついてでありますが、現在、当該施設の復興につきま

して、国や県等に対し、支援要望等を行っているとこ

ろであります。施設復興の際には、施設の再整備に係

る実施計画の中に防災対策や避難路の確保等、津波対

策を盛り込むべきものと考えております。 

 具体的な対策につきましては、久慈国家石油備蓄基
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地を管理しております日本地下石油備蓄株式会社久慈

営業所をはじめとした関係機関、団体等と十分協議を

重ねながら、津波に対する備えを万全にしてまいりた

いと考えております。 

 次に、仮設住宅への暖房支援についてでありますが、

当市では東日本大震災発災当初におきまして、災害救

助法の支給対象品目であります毛布・寝具等のほかに、

市独自の支援策として、反射式ストーブ等の暖房器具

を半壊以上の希望する206世帯に対し支給したところ

であります。 

 また、11月に仮設住宅の付帯設備として暖房器具を

設置したほか、12月３日には国際開発救援財団からフ

ァンヒーターの提供を受けまして、半壊以上の251世

帯に対して配付したところであります。 

 その他の支援策といたしまして、久慈市への義援金

から半壊以上の278世帯に対し、また、岩手県災害義

援金募集委員会が集約した義援金から、死亡・行方不

明または半壊以上の被害を受けた284世帯に対し、今

月上旬から灯油等暖房費として追加交付を行うことと

しており、被災者に対する冬期の一定の暖房支援がな

されているものと考えているところであります。 

 次に、メガソーラーの推進策についてお答えをいた

します。 

 県では、東日本大震災津波による大規模かつ長期間

にわたる停電等を踏まえ、再生可能エネルギーの導入

を促進することとしており、県内で大規模太陽光発電

事業を希望する発電事業者に候補地の情報提供を行っ

ているところであります。 

 事業化に当たりましては一定程度の面積が必要なこ

とから、当市からは耕作放棄地を含む３地点について

県に情報提供したところであります。また、県からは

市内の県所有地２地点がリストアップされ、当市内に

おける候補地は県内 多の５地点となっております。 

 再生可能エネルギー等活用の取り組みは、市復興計

画においてプロジェクトの一つとして位置づけており

ますことから、立地に向けて事業者に協力等を行って

まいりますほか、新たな雇用の場の創出など、一定程

度の効果が見込める案件については、財政的な支援も

検討してまいりたいと考えております。 

 次に、国の第３次補正予算についてでありますが、

国は使途の自由度が高い東日本大震災復興交付金を創

設し、被災自治体がみずからの復興プランのもとに進

める地域づくりを支援し、復興を加速させるとしてお

ります。 

 また、この交付金は１兆5,612億円が計上されたと

ころであり、道路事業、防災集団移転促進事業など５

省40事業にわたるハード事業を網羅した基幹事業と、

この基幹事業に関連したハード・ソフト事業のニーズ

に対応する効果促進事業を実施することが可能となっ

ております。 

 これら基幹事業と効果促進事業は実質的な地方負担

を伴わないことから、できるだけ活用してまいりたい

と考えており、現在、該当する事業の選択を鋭意行っ

ているところであります。 

 次に、火葬場についてお答えをいたします。 

 まず、新火葬場付近の交通安全策についてでありま

すが、現在、施設整備にかかわる基本設計事務を進め

ているところであり、進入路周辺については、交通安

全上の観点も踏まえ、十分な配慮をもって取り組んで

まいりたいと久慈広域連合から伺っているところであ

ります。 

 次に、新火葬場付近の街路灯設置についてでありま

すが、施設の入り口付近など、施設管理上必要な外灯

については整備しい旨、久慈広域連合から伺っている

ところであります。また、国道、市道など、周辺道路

においては、町内会等が防犯灯を設置する場合におい

て、設置に係る経費を助成してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、放射線測定及び被害対策についてお答えをい

たします。 

 まず、放射線測定の結果でありますが、福島第一原

子力発電所の事故による放射性物質の汚染状況を把握

するために、去る10月31日から11月10日にかけまして、

市内127カ所の主要施設等において空間放射線量率の

測定を実施したところであります。 

 その結果でありますが、高さ１メートルでの空間放

射線量率は、平均毎時0.075マイクロシーベルトであ

り、 も高い地点でも毎時0.10マイクロシーベルトで、

年間線量換算は0.53ミリシーベルトにとどまっており

ます。同様に、高さ50センチメートル及び５センチ

メートルでも大きな差異は見られなかったところであ

ります。 

 この結果は、国が定める事故由来放射性物質による

汚染を調査すべき基準であります毎時0.23マイクロ



－13－ 

シーベルト、それから、年間線量換算１ミリシーベル

トを大きく下回っておりますが、原発事故による放射

性物質の影響は長期間にわたるものと考えております

ことから、当市としては、当分の間、購入した２台の

線量計によりまして、学校教育施設・児童福祉施設・

都市公園・宿泊施設のほか、公共施設など地域の重点

箇所について毎月測定を行う方針であります。 

 なお、乳幼児、児童生徒を放射線被害から守る取り

組みについては、市内の線量測定結果を注視しながら、

空間放射線量率の公表や、必要な知識を学ぶための機

会を設けるなどの対応を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、大成橋と国道281号との交差点への信号機の

設置についてでありますが、当該地点は通勤、通学の

時間帯に交通量が多く、渋滞が発生しやすい地点であ

ると認識をいたしております。信号機の設置につきま

しては公安委員会の所管となっており、交通量等を勘

案して設置されるものでありますが、久慈警察署から

は、信号機を設置した場合、円滑な交通が妨げられる

との見解が示されているところであります。 

 しかしながら、当該箇所は、交通安全を確保する上

で信号機が必要な箇所であると認識いたしており、市

といたしましても、交通安全施設等の総点検を通じ、

要望を行っているところであります。今後におきまし

ても、地域住民の皆様のご協力を賜りながら継続的に

信号機設置を要望してまいりたいと考えております。 

 次に、保健医療についてお答えをいたします。 

 まず、地域医療にかかわる岩手医科大学の小川学長

が提唱しておりますいわて被災地過疎地型新地域医療

モデルについてでありますが、報道によれば、いつで

もどこでも高度医療が受けられる岩手の新しい地域医

療モデルの構築が必要であるとの趣旨ととらえており

ます。 

 その内容は、面積が広く過疎地域が多い本県特有の

地理的条件下でも効率のよい高度医療を提供するため、

開業医を含めた病院、介護福祉施設、大学病院の連携

による遠隔医療システムの導入などの考えが示されて

おります。 

 市といたしましては、この提唱が地域医療の充実・

高度医療の確保につながるものになるよう期待してい

るところであります。 

 次に、肺炎球菌ワクチンの接種についてであります

が、肺炎球菌ワクチンには、小児用肺炎球菌ワクチン

と高齢者向けの肺炎球菌ワクチンがあり、当市では平

成22年11月から小児用肺炎球菌ワクチン接種を市単独

事業として開始し、その後、国県補助事業となり、現

在も継続実施しております。 

 また、高齢者向けの肺炎球菌ワクチン接種は、東日

本大震災の復興支援として、日本赤十字社、岩手県医

師会及び岩手県が実施主体となり、肺炎球菌による疾

患の予防と重症化を防ぐことを目的に、70歳以上の高

齢者を対象に本年11月から実施されております。 

 市では、感染症予防対策として、これらの肺炎球菌

ワクチン接種について、ホームページ、啓発用チラシ

などを活用して事業内容の周知を図っているところで

あり、他のワクチン接種や各種検診などの推進とあわ

せまして、引き続き感染症予防に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、私立保育所運営費についてお答えをいたしま

す。 

 新聞報道によりますと、住民税の年少扶養控除廃止

に伴い地方の税収がふえることから、私立保育所運営

費補助の廃止や、増収分の一部を復活する児童手当の

拡充分に充てる案が検討されていると報道されたとこ

ろであります。 

 いずれにいたしましても、税制改正による地方税の

税収分に裁量権がなくなることや、税の増収分と運営

費補助額に差が生じ、新たな地方負担の増大が見込ま

れますことから、市財政への影響は大きいものととら

えております。こうしたことから、今後とも国の動向

を注視するとともに、保育サービスに地域格差が生じ

ないよう、全国市長会等を通じて要望してまいりたい

と考えております。 

 次に、学童保育所の設置についてお答えをいたしま

す。 

 当市には現在７学童保育所が設置となっており、学

童保育所の運営は、父母の会及びＮＰＯ法人が実施い

たしております。学童保育所の設置につきましては、

委託先となる父母の会等の運営主体が必要であります

ことから、今後とも山形地区を含め、地域の状況の把

握に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、東京電力に対する補償申請についてお答えを

いたします。 

 11月末現在における市内農畜産物の補償請求額は、
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肉用牛・乳牛合わせて約2,800万円、乾しいたけ約260

万円の損害賠償請求をＪＡグループ東京電力原発事故

農畜産物損害賠償対策岩手県協議会を通じて東京電力

株式会社へ行っております。今後におきましても、損

害状況を踏まえ毎月１回請求を行うと新岩手農業協同

組合より伺っているところであります。 

 次に、農業等への震災支援についてお答えをいたし

ます。 

 東日本大震災により停電が発生し搾乳することがで

きないことから、酪農家において発電機を購入して対

応したことについては承知しているところであります。

発電機を購入した酪農家への支援につきましては、被

災農家の営農再開に向けた国・県の補助事業等の動向

を注視しながら検討してまいりたいと考えております。 

 次に、漁業振興についてお答えをいたします。 

 まず、漁場のがれきの処理についてでありますが、

国の補助事業であります資源回復・漁場生産力強化事

業や漁場復旧対策支援事業を活用しながら、漁業者み

ずから支障のあるがれきの撤去を実施したと久慈市漁

業協同組合から伺っているところであります。 

 ご指摘の磯根海域に沈んでいるがれきの撤去であり

ますが、今後におきましても漁場復旧対策支援事業を

活用して対応するよう、久慈市漁業協同組合と連携し

て取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、アワビの稚貝放流についてでありますが、稚

貝の供給元であります社団法人岩手県栽培漁業協会の

種苗生産施設は東日本大震災により被災したところで

あり、現在、平成24年度の施設復旧、平成25年度の種

苗放流に向けて取り組んでいると県北広域振興局水産

部より伺っているところであります。 

 また、県外産の稚貝の導入については、病気が伝染

する恐れがありますことから、実施できないと久慈市

漁業協同組合から伺っているところであります。 

 市といたしましては、稚貝の供給体制の復旧後に、

県単アワビ栽培漁業効率化緊急支援事業を活用しなが

ら稚貝放流を実施し、アワビ資源の確保に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次に、ウニの移植についてでありますが、震災によ

り沖に流されたウニの磯根漁場への移植につきまして

は、久慈市漁業協同組合において、潜水士による移植

作業を行っていると伺っており、今般、県北広域振興

局においてウニ移植作業緊急支援事業が創設されたと

ころであります。 

 市といたしましても、磯根漁業の資源確保のため、

これまでも種苗放流などの支援を行ってきたところで

ありますが、引き続き県や久慈市漁業協同組合等と連

携を図りながら鋭意取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、イカ釣り漁船とまき網漁船の操業トラブルに

ついてでありますが、このトラブルは、八木沖から黒

崎沖の海域においてイカとサバの漁場が同時に形成さ

れる時期があることから、以前より操業問題が起きて

いるところであります。 

 その解決策として、監督官庁であります水産庁の立

ち会いのもと、岩手県沿岸漁船漁業組合と北部太平洋

まき網漁業協同組合連合会とで、岩手県沖の安全操業

に関する協定を昨年12月に締結し、操業の安全を確認

しているところでありましたが、今回また問題が発生

したということは、まことに遺憾な事態であります。

今後、市といたしましては、イカ釣り漁船の安全操業

確保のために、久慈市漁業協同組合と連携を図り、国

に対して要望してまいりたいと考えております。 

 後に、八戸・久慈自動車道、三陸北縦貫道路につ

いてお答えをいたします。 

 まず、津波避難所の役割も兼ね備えたサービスエリ

アの設置要望についてでありますが、先般の東日本大

震災では、他地域においても高規格道路のサービスエ

リアやパーキングエリアが自衛隊や消防隊の中継基地

になるとともに、住民の避難場所としても機能した事

例が報告されております。 

 市といたしましても、その必要性はかねてから認識

しているところであり、これらのことについて機会あ

るごとに国に対して提言・要望を行ってまいりました。

今後におきましても多重防災型まちづくりを進める観

点からも、引き続き強くその実現を要望してまいりた

いと考えております。 

 次に、八戸・久慈自動車道、久慈北道路と立体交差

する市道のボックスカルバートへの防犯灯設置につい

てでありますが、その必要性については認識している

ところであり、現在、三陸国道事務所とボックスカル

バートの大きさ等について協議を進めているところで

あります。 

 今後、実際の管理など細部の協議をしていく予定で

ありますが、維持管理のあり方等を考慮しながら要望
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してまいりたいと考えております。 

 次に、津波防災用扉の設置についてでありますが、

３月11日に発生した東日本大震災において、津波によ

って諏訪下地区に越水した海水が、市道長内小通り線

に接続する国道45号のボックスカルバートから侵入し、

下長内地区に浸水したと確認をいたしております。 

 今後、津波浸水区域からの避難路の整備とあわせ、

一層の防災効果が発揮できるよう関係機関と連携し、

扉の整備の可能性やその手法等について協議を行って

まいりたいと考えております。 

 以上で、清風会代表、畑中勇吉議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  清風会代表、畑中勇吉議員

の閉校校舎の利活用についてお答えをいたします。 

 学校再編により閉校いたしました学校はこれまでに

５校ありますが、このうち平成21年３月に閉校いたし

ました麦生小・中学校につきましては、あーとびる麦

生に対し貸与しているところであり、平成22年３月に

閉校いたしました枝成沢小学校につきましては体育館

部分は中央公民館枝成沢分館として、また、校舎部分

は民間事業所へ貸し付けしているところであります。 

 また、本年３月に閉校いたしました日野沢小学校、

繋小学校につきましては、教育委員会といたしまして

は、当面、公民館の分室としての活用を検討している

ところでありますが、今後におきましても随時、地域

の方々からの提言・要望をいただき、市長部局とも協

議しながら、施設の有効活用について検討してまいり

たいと考えております。 

 以上で、清風会代表、畑中勇吉議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  何点か再質問をさせていただ

きます。 

 まず、質問項目の第２、国際リニアコライダーの関

係でありますけれども、当市の岩盤やその規模等にお

いて、なかなか当市には難しいということであります

けれども、国では九州と岩手県、おおむね大きく分け

て２カ所手を挙げておるわけでありますが、久慈市は

国家プロジェクトとしてトンネルを掘削をして、そう

して、主たる事業のほかに、要らなくなった岩石を活

用して防災効果を上げた数少ない地方都市なわけであ

ります。 

 そういうふうなこと等を紹介をしながら、当市でも

しできないとするならば、せめて津波被災地であるこ

の岩手県から岩石等を、東北の被災地等へ生かせるよ

うな、そういうふうな効果についても提言としてぜひ

強力に運動展開すべきと思いますけれども、見解をい

ただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  リニアコライダーについての

再度のご質問がございました。ご指摘のとおりであり

まして、本県に立地することによって、さまざまな経

済波及効果等が生まれるものだろうと、このように認

識をいたしております。また、 先端の科学者たちが

この岩手に、そのことによって集結をしてくると、こ

ういったさまざまな側面の効果もあるものだろうと、

このように考えております。 

 幸い本県の方針は、このリニアコライダーの誘致に

非常に積極的でありますので、県と歩調を合わせなが

ら、私どももその取り組みを進めるために努力をして

まいりたいと、このように思っております。 

 なお、その際、建設残土、あるいは岩ずり等々の活

用につきましては、ご提言の趣旨を踏まえて適宜提言

してまいりたいと、このように考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  次に、災害復旧・復興、３番

目の質問項目でありますけれども、前後するかもしれ

ませんが、４点目の魚つき保安林等の規制解除につい

てであります。３次補正で倉庫等の復旧予算がつくの

かもしれませんけれども、実は、その魚つき保安林等

の規制解除の分が余り見えてこないという今実態なわ

けであります。 

 今、振興局等では個別の事業を精査しながら相談に

応じたいということでありますけれども、私が調べた

結果、今回の震災で船が流出した等の隻数は570余に

及ぶわけであります。久慈市漁協で刺し網とかかご漁、

それから、はえ縄等のいわゆる通年的な、専業的とも

思われる漁業許可証を持った登録許可数というのは

120なわけであります。 

 といいますと、本当に年間を通じて浜から離れない

で、船を浜に置かなければならない船の数というのは
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100隻ぐらいだろうと、もしそれを高台、ウニ・アワ

ビ等の盛漁期といいますか、そういう以外に高台に置

いていい船なわけでありますから、そうすれば、今回

の津波におきましても500隻近い船が流出しないで済

んだはずなわけであります。 

 そういうことで、今、一般的に海の工事等をすると

なれば60トンのテトラポットを一つ設置するのに200

万円もかかると、こういうふうに言われておりますか

ら、例えば用地造成をするにせよ、規制解除をするに

せよ、よく官僚の皆さんが得意とするビーバイシー等

から考えても大変事業効果が高い事業になると、こう

いうふうに思うわけですが、考え方をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  船の流出対策のご質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 ただいま議員から言われたとおり、震災直後617隻

のうち575隻が流出したと、本当に漁業者にとって痛

みが大きかったわけでございます。それで、今、議員

は、魚つき保安林の規制解除等を含めまして、高台に

船をとどめておければ、そんな数は流出しなかったろ

うというお話でございます。まさに私もそう思ってご

ざいまして、今回の津波の教訓を検証しながら、二度

と船がこのように流出しない対策を今後講じてまいり

たい、そのように考えてございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  質問が前後いたしますけれど

も、質問項目３なんですが、漁港への避難階段整備の

関係であります。私は、過去の侍浜町の漁港の人的被

害について調べてみましたら、明治の津波において、

桑畑が３名、横沼が14名、白前が６名の犠牲があった

わけであります。 

 今回は桑畑が２名、白前で行方不明が１名と、こう

いうことで、なぜこういうふうに、よく聞いてみます

と、各漁港で、船が心配で、それなりに、大変いいこ

とではないと思うのですが、港の船に近づいて浸水区

域にかなりの方が行っておるわけであります。 

 たまたまその時間に津波が来なかったり、地形上の

問題で津波が来てから逃げたり、こういうふうな状況

だったようでありますが、共通する白前、桑畑、横沼

等の危険の地形上の問題というのは、水際の船を巻く

斜路といいますか、あるんですが、そこからの、今回

の津波の浸水区域の 後の地点、高台までの距離が大

体170メーター、同じにあるのです。 

 そして、共通するのは、船揚げ場の 後の逃げ場の

経路、市道等の経路のその逃げ場の方向から入り江が

広がっておって、そちらから波が逆に来るという、挟

み打ちになるというふうな、逃げ場を失うというふう

な地形上の問題があるということがわかりました、調

査の結果。 

 ですから、例えば白前にしても、船を心配で多分行

って、船を巻き上げようと思って、津波がもし来て、

あの小型トラックのところにもし避難階段があったと

するならば、陸地のほうに津波が押し寄せた場合、速

度が弱まりますから、寡聞にして助かった可能性もあ

ると思います。 

 ところが、そこから100数十メートル浸水域が逃げ

場の方向に広がって、逆に逃げ道のほうから津波が襲

ってくるわけですから、到底助かる要因がないわけで

あります。 

 そういうことを考えますと、ただ単に過失ミスとい

うだけではなくて、方法を講じれば人命を救える手だ

てがあったというふうに私は思っておりますので、ぜ

ひこういうふうな教訓をもとに善処いただければと、

このように思いますけれども、もう一度お考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  避難路という観点から、

私のほうからご答弁申し上げます。 

 いずれ避難路につきましては、考え方は市長から先

ほど申し上げましたけれども、議員ご指摘のとおり、

当市の漁港についてはいろいろな地形がございます。

ご指摘の白前漁港につきましては、結構やはりいろは

坂といいますか、ぐねぐねしてますので、一たん波が

見えると、なかなかやはり上まで上がっていくのに大

変かなと、そういうふうなところもありますし。 

 例えば、久喜漁港みたいに、いわゆる高台にはね上

がるまでの距離がかなりある海岸線を道路が走ってい

るところ、そういうふうなところもございます。また、

いろいろ全漁港、私も周知しているつもりですけれど

も、先ほど市長からご答弁したように、地形は各漁港

ともいろいろ異なります。 

 それで、やはりその漁港の一番 適な方法、いわゆ
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る現在の関連道でそのまま走り上がったほうがもっと

速いと、そういうふうなところも考えられますし、い

ずれにしろ、先ほどご答弁申し上げましたとおり、そ

の漁港、漁港に一番合ったような格好で考えていきた

いと、そういうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  災害復旧・復興の関係ですが、

消防団員の安全確保であります。いろいろ自動化等は

するんでありましょうけれども、 前線での活動とい

うのは、これは避けて通れないだろうというふうに思

うわけであります。 

 そういうことで、そういう安全確保のために、例え

ば広域に１台とか２台ぐらい水陸両用自動車といいま

すか、警戒車の配備とか、津波避難用シェルター牽引

車といいますか、そういうふうな 悪の不測の事態が

予想される任務に及ぶ団員等への手当といいますか、

安全機器の配備等が必要と思われますけれども、お考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  消防団員の安全確保につ

きましては 優先課題の一つと考えております。いず

れ、今ご提言のありましたそのようなものにつきまし

ても、ご提言ございましたのもいろいろ検討をさせて

いただきたいと、そのように考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  火葬場の関係であります。皆

さん45号を通っておりますからわかると思うんですが、

冬場、この45号のあの付近は吹きだまりができるぐら

いの交通事情が悪いところであります。そういうこと

で、新たな施設ができて交通事故がふえるというよう

なことは絶対避けなければならないというふうに思う

わけであります。 

 特にも八戸から来て手前数百メートルに信号機があ

って、さらに市道からの左折路線がのぞいておって、

その次に、これからできるであろう新火葬場の入り口

が出てくるわけでありますけれども、そうした場合に、

右折路線の設置等によって久慈への交通の流れ、ある

いはまた、北野の交差点で一たん停止して、また、ち

ょっとして一たん停止して、霊柩車や大型バスの後ろ

について待たなければならないというドライバーのじ

れったいといいますか、イライラ感は否めないだろう

というふうにも思います。 

 ぜひ、安全対策について、まだ新火葬場完成まで１

年半ほどあるわけでありますから、ぜひ、完成して新

規事業が始まる前に、そういう周辺整備をしっかりや

っていただくべきと思いますけれども、考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいまの新火葬場

にかかわって、右折レーンの設置等についてご提言が

ございました。ご提言ありましたことにつきましては、

ご意見に対してしっかりと伝えてまいりたいと、そう

いったことを踏まえながら、交通安全上の十分な配慮

をもって対策をとっていただくように申し上げたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  ７番の保健医療の関係であり

ます。肺炎球菌ワクチンの関係ですが、市の単独とい

いますか独自、国の支援事業等で実施した事業、そし

て、高齢者の事業が11月から始まっておるわけであり

ます。 

 高齢者の事業のほうでありますけれども、実は、17

万人を県内上限として実施するということであります

が、私は地域の感情といいますか、被災地のとらえ方

の考え方で、積極的にワクチンを接種する方向にいか

ない方もあるのではないかということで、しっかり認

識をして取り組んでいただくようにＰＲすべきであろ

うというふうに思うわけであります。 

 例えば、洋野町からこの被災沿岸、岩手県の陸前高

田までの総人口が大体合わせて二十七、八万人だとい

うふうに思うわけであります。その二十三、四％が70

歳以上のワクチン対象者といたしますと、大体被災地

で６万5,000人ぐらいの70歳以上の方があると、それ

に上乗せすること10万人以上の実はワクチンを準備し

ておるわけでありまして、例えば、久慈市でも山形町

とか内陸のほうの方は、今回の震災で津波の心配もな

かったし、被災地でないというふうな受けとめになり

ますと、そちらのほうに優先して、私どもはむしろ遠

慮したほうがいいのではないかというふうなとらえ方

をする向きもあるのではないかというふうに思います。 

 しかし、先ほど言いましたように、準備しているワ
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クチンの数、それから、被災地の70歳以上の対象人口

を考えますと、私は被災地として全員が受けられるよ

うな、そういう取り組みをすべきであろうというふう

に思います。 

 そういうことで、関係部署では、ホームページなん

かは、70歳以上の方はなかなか目に触れないわけであ

りますから、回覧とか対象者が十分物を知り得るよう

な周知の方法で徹底をすべきだろうというふうに思い

ますけれども、考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  ただいま議員のほう

からご提案を含めてお話をいただきました。全くその

とおりでございます。70歳以上の高齢者を対象に肺炎

球菌の無料接種ということでございますが、こちらに

つきましては、１回接種いたしますと約５年間という

ことで、抵抗力があるということでございますので、

できるだけ多くの方々にしていただきたいということ

から、今お話がございましたように、12月の１日の広

報配付のときに各戸にチラシを配ってございます。 

 それから、各クリニック、病院等、すべての窓口等

にそれぞれ案内をしているところでございますし、ま

た、これから含めて、各地区で開催されますサロンと

か、それから民生委員の皆さん等を通じて、できるだ

け多くの方々に17万人が上限ということで日赤が行う

ものでございますが、その対象になるように周知を図

ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ７番畑中勇吉君。 

○７番（畑中勇吉君）  漁業振興についてご質問させ

ていただきますが、まず、アワビの稚貝放流について

ですが、ことしのアワビ漁を見て、５センチ未満のア

ワビが極めて少なかったというふうに思っています。

目撃されなかったと言ってもいいぐらいなわけであり

ます。 

 そういう意味からしますと、これからの種苗の稚貝

の放流によっては、これから二、三年は壊滅的な資源

減少、そういうふうな現象が出るのではないかという

ふうに心配しております。 

 ぜひ、この対策を早急に確立するように要望すべき

と思いますし、また、平成23年度にとっておりました

種苗購入の費用等も、将来に向けて積み立てをするぐ

らいの、それぐらいの気持ちで取り組まないと、資源

の確保維持はできないだろうというふうに思います。

そのことをお伺いしたいと思いますし。 

 もう一つ、イカ釣り船とまき網船の操業紛争であり

ますけれども、この関係についても水産庁が間になっ

ていろいろやったと思いますが、ホットラインであり

ます周波数を同じにしたイカ釣り船とまき網船の連絡

がつかないという状況なようであります。そういうふ

うなしっかりとした手続が履行されるような提案等を

していかないと、入港によって経済効果も久慈市にと

っては大変あるわけでありますから、イカ釣り船の問

題ではなくて、久慈市の問題としてしっかりと取り組

むべきと思いますけれども、見解をいただきたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいま水産関係につ

きまして２点のご質問をいただきました。お答えを申

し上げたいと思います。 

 アワビの資源確保でございますけども、いずれ、今

年度夏にはカキ採捕、そして、11月からは本格的な口

開けをしております。私どもといたしましては、その

実績を綿密に検証いたしながら、本当に磯根漁業の代

表するアワビでございますので、 善を尽くして、資

源確保に向けて努力してまいりたいと考えております。 

 それと、イカ釣り漁船の操業トラブルでございます。

これについては市長からお答えいたしましたとおりで

ございまして、管轄省庁である水産庁に、昨年協定も

締結しておりますことから、遵守を強く申し入れると

ともに、二度とこのようなことがないよう、操業区域

等の点からも強く要望をしてまいりたいと考えてござ

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、畑中議員の質問に

関連いたしまして何点か質問をさせていただきます。 

 まず 初に、メガソーラー関係でございますが、久

慈市では一応県のほうに５カ所候補地を選定されてい

るということでございますが、これは具体的にどこと

どことどこであるかお示ししていただきたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  当市のほうから

県に情報提供をいたしましたのが、市としては３カ所
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でございます。耕作放棄地、枝成沢と大川目の２件と、

それから、長内町の土地開発公社の久慈工業団地の３

カ所を市から情報提供いたしております。 

 また、県のほうで独自に選定したところといたしま

しては、久慈市侍浜町の県有地の地目では畑になって

ございます。それからもう一つは、旧山形高の学校用

地、計５カ所でございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  たしか９月定例会といいます

か、10月に半崎地区あたりのところに、太陽光発電に

適した場所というか、面積があるということで、考え

ているということでしたが、そこは一応入っていない

ということでございますか、今回。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  当初は、確かに

議員おっしゃるとおり半崎のほうということで、実は、

半崎でやるためには、今の段階ではなかなか用地の確

保というのは難しい状況でございまして、これは埋め

立てを基本とした考え方ということでございますので、

現在、私どもといたしまして情報提供できるというこ

とで考えまして、そこは今の段階では除外をさせてい

ただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  といいますと、そのときの答

弁の中にＬＮＧの発電も考えているというようなこと

を答弁されたわけでありますが、そのＬＮＧ、液化天

然ガスの発電に関しましてはあれでしょうか。今、八

戸のほうで輸入基地をつくり始めましたよね、2015年

完成目標ということですか。それを踏まえての構想だ

ったんでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  特にリンクする

ものではございませんで、当市として、安定的に供給

できるエネルギーの一つとして、環境にも優しいエネ

ルギーということでＬＮＧガスの発電についても検討

をしているというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  わかりました。 

 メガソーラーなんですけど、そうしますとあれです

か、ポートセールスみたいに誘致合戦等々が始まるわ

けだと思います。そのような方向に力を注いでいかな

いことには、県に50カ所ありまして、全部がすべてメ

ガソーラー発電を県のほうで補助してやりますよとい

う話ではないでしょうから、久慈市としても一日も早

くメガソーラー基地というんですか、発電所を建設し

てほしいという考えがあられるわけですから、そこら

辺のこれからの作戦といいますか、計画はどのように

考えていらっしゃいますか。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  確かに当部とい

たしましても、ほかの候補地もたくさんありますので、

できれば議員おっしゃるとおり久慈市のほうで事業化

をしていただきたいというのは当然強く思っていると

ころでございます。 

 いずれ県のほうからの情報を得ながら、接触してき

た民間事業者につきましては、私どももいろいろと接

触をいたしまして、できるだけ当地に誘致をいただく

ように強力に要請をしてまいりたいというふうに考え

ておりますし、仮に誘致ができる段階になった場合に

は、当市の既存の制度で補助ができないかどうかもあ

わせて検討をしていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  つい 近、再生エネルギー特

別措置法というのができまして、来年の７月より発電

した電力の全量買い取りを電力会社に義務づけるとい

うような法律が施行されるわけでありますが、現在、

家庭の太陽光発電ですと１キロワット48円で買い取っ

ていただいているわけですが、将来的に事業として採

算とれるには１キロワット当たりどの程度の金額で買

い取りされるぐらいになれば事業として可能であるか

とか、また、それプラスどれぐらいの年間発電ワット

数が必要かと、そのようなところまで考えていらっし

ゃるんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  実は、そこまで

の細かい計算というのは現在しておりませんが、でき

るだけ、当然こういった法律が施行されたということ

で、事業者がペイをするということが基本になろうか

と思います。 
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 そのあたりについては当然できるだけ高い値段で買

い取っていただくということが必要になろうかと思い

ます。その辺については国の動きを十分注視しながら、

私どもについても必要に応じては国のほうに要望など

働きかけていくということも必要ではないかというふ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  メガソーラーに関しましては、

八戸のほうでは今月から運転を開始するということで、

これは東北電力さんがやるということなんですよね。

その関係で、残念ながら宮城県と福島県には計画があ

るけど、岩手のほうには現在ないということですけど

も、そういった東北電力さんに働きかけとか、そうい

うことは考えていらっしゃいませんか。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  今の段階で、当

市といたしまして東北電力のほうに直接働きかけを行

ってはいませんが、久慈の出張所の所長とは、いろい

ろと意見交換はさせていただいておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、先ほど出ましたＬ

ＮＧです。液化天然ガスでの発電、これは要するに火

力発電ですよね。それで、これに関しまして、例えば

東北電力さんでも火力発電所をたくさん持っていらっ

しゃるんですけども、新たに久慈市で火力発電所をつ

くらないかというような考えはないかとは思うんです

よね。 

 東北電力さんで、埋め立てしました、そこにＬＭＧ

の発電所をつくりませんかということを言っても、多

分やられないのではないかと思いますけど、その場合

も民間の事業者にお願いするという形で考えていらっ

しゃるんでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  実際、本当であ

れば東北電力さんのほうで、岩手には発電所がないわ

けですから、ぜひ建設をしていただきたいところでご

ざいますが、そのような話も今のところ出ておりませ

んので、基本的には、今、議員おっしゃったとおり、

想定される事業者としては民間事業者ということにな

ろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  いずれにいたしましても、先

ほど言われました市長さんの答弁にもありましたよう

に、雇用の場の創出にもつながりますので、ひとつこ

れから前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 それで、もぐらんぴあ関係でございますが、現在、

もぐらんぴあのトンネルの中というんですか、もとの

もぐらんぴあの水族館はどのような状況になっている

んでしょうか。例えば、がれきを全部撤去すると、あ

る程度展示が可能な状態なのか、それとも全く破壊さ

れてだめな状態なのか、そこら辺お願いします。お知

らせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  もぐらんぴあの中の

状況ということでございますけれども、中の状況につ

きましては、泥、そういったものが堆積をしておりま

す。ある程度の部分の撤去は行ったところであります

けれども、そういった部分はまだございます。 

 さらには、水槽関係、すべてが壊れているわけでは

なくて、活用できるものもあるというふうに思ってご

ざいます。ただし、いわゆる電源装置であったりとか、

海水等を入れ込んだりなんかする装置であったりとか、

そういったものについては一切使えない状況にあると

いう状態になっていると、このようにとらえておりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  そのような状態であろうとも、

現在のところに復旧したいという考えでございました

よね。 

 私は、例えば備蓄基地さんも管理棟とか、そういう

施設は高台のほうに移転するというようなことを聞い

ております。もぐらんぴあまちなか水族館もあります。

地下水族館だからもぐらんぴあ、いろいろその発想は

いいとして、それでは水族館が高台にあってもいいの

ではないかと、そういう意味では考えまして。 

 もっと簡単に言いますと、今のところに固執する必

要はないんではないかなと、もっと安全なところとい

いますか、移転されてもいいのではないかなと。もち

ろん津波対策というのは、もぐらんぴあがあろうがな

かろうが当然やるべきことでありますので、私はそう



－21－ 

考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  今、議員からお話が

るるございました。今の所に復元をするのか、あるい

はもうちょっと高台につくるのか、いろいろな考え方

があるんだろうと私も思います。 

 ただ、先ほど議員からもお話があったように、もぐ

らんぴあ地下水族科学館あるいは水族館という観点、

あるいはこれまでそういう形で親しまれてきた場所で

もあると、いろんなことをこれから建設していくとな

れば、やはりそういったものをもろもろ関係機関、い

ろんなところとも協議しながら、そして 適な場所を

選んでいく、そういったことは当然必要になってくる

だろうなと。 

 ただし、現時点で申し上げるならば、一応そういう

防災施設、あるいは防災対策がなされることによって、

現在の場所に設置していくというのも、これもまた一

つの方法であるだろうと、そういったことも含めて今

後検討をしていかなければならないものだろうと、こ

のように考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  国のほうでも三陸沿岸国立公

園構想がございますんで、久慈市としての目玉商品で

ございますので、もぐらんぴあは。ぜひ何とか復活で

きるように努力していただきたいと、そのように思い

ます。 

 また、このたび、市内の高校生の皆さんで、今のま

ちなかもぐらんぴあのシャッターに絵画を描いて、メ

ルヘンチックな絵なんですけど、描かれたということ

で、残念ながら日中は見れないわけですけども、朝と

か夕方５時以降は見て、すごくいいなと、まち並みも

明るくなるなと考えておりますけども、いかがでしょ

うか。 

 ちょっと話はずれますけど、シャッターにそのよう

な、メルヘンチックな絵画を描くようなことを推奨さ

れるというんですか、皆さんに提案されて、そのよう

な形で市街地区をもっと明るくしようよというような

活動に力を注がれてはと思いますけど、いかがでしょ

うか。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  もぐらんぴあの点か

らまちなか水族館に絡めて、市内のシャッターにとい

うことでございますが、ごらんいただきますように、

あそこと限らずに、あと数カ所、シャッターに絵画等

を描かれておるところもございます。 

 いろんな意味で、そういったことで市内の明るさで

あったりとか、回遊性だとか、いろんな部分が目立つ

ような部分があったとすれば、そういったことも多分

に必要だと思いますし、そういった部分では各商店会、

あるいはそういった方々の連携のもとで、ぜひみずか

らもそういう構想等々を打ち立てていただいて、商店

会の活性化のために取り組んでいただくのであればな

お結構ではないかなと、そのように考えます。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  次に、大沢地内の信号機設置

の関係でありますが、先ほど市長の答弁でも、絶対こ

こは必要であるということで、私も喜びを感じるとこ

ろでありますが、いずれ、よく言われますのは、今回

の災害で岩手県、いろんなところの信号機がだめにな

ったと、まずはそちらのほうが先なんだというような

言い方をされるときもありますけど、私、それはそれ、

これはこれだと思うんですよね。 

 この大沢地内の信号機設置に関しましては、３月11

日以前からやはり必要であると考えていたところであ

りますので、強力にこのことを要望していただきたい

と思いますし、また、その地域の人たちとの協力のも

とに何とか実現させたいというような答弁でございま

したが、どのような協力の仕方といいますか、協働の

仕方がございますか。お教え願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  地域住民の皆様のご

協力を賜りながらという市長の答弁があったけれども、

それは具体的にどういうことかということでございま

すが、町内会の皆様方も警察署のほうに要望をしてい

ただいているということも私ども承知しておりますの

で、そういった地域の皆様の応援をいただきながら、

私どもも強く久慈警察署に対して設置を要望してまい

りたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  13番小栁正人君。 

○13番（小栁正人君）  それでは、 後に、平成24年

度の予算編成の答弁の中に、これから公共事業等、た

くさん計画があるということでございますが、これは

素朴な一般市民としての私の質問でありますが、建設
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業者が県の指名停止を受けている状態の方が、市の公

共施設の入札ができるのかどうか。もちろん、当然市

は市、県は県ではなくて、そこら辺はどのようになっ

ているんでしょうか。 

 あまりちょっと聞いても、皆さん、果たしてどうな

んだろうなという意見が多いものですから、そこら辺

の法律というんですか、規則はどうなっているかを教

えてください。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  来年度予定されている大

型事業等についてとか、現在もいろいろな指名といい

ますか、入札行為を一生懸命やっているわけですけれ

ども、現在において、過去においては指名停止をいた

だいた業者も確かにあるわけですけれども、現時点、

私ども入札している時点で、指名停止というのがちょ

っと承知していないんですけれども、それについては、

もし、私どもでまた確認して、違う場合にはまた修正

の発言をさせていただきたいと思いますが、現在は承

知していないところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  小栁議員に申し上げますが、

通告に関連をして質問をしていただきたいんですが、

今の質問については通告にございませんですんで、よ

ろしくお願いします。 

 14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  それでは、畑中議員の質問に

関連いたしまして何点かご質問をいたします。 

 まず第１点でございます。線路と国道のかさ上げに

ついての中での関連いたしまして、皆さんご承知のと

おり、大震災では久慈湊地区、あるいは夏井地区の大

湊駅前地区、非常に被害をこうむった地区でございま

す。 

 これにつきましては、先ほど答弁の中で、かさ上げ、

あるいは道路等については非常に金がかかるから難し

いという話で、私からは、何点かそれに関連いたしま

して、しからばどうすればよいかというと、避難する

にも何するにも今回の津波でかなり苦労をした地区で

ございます。 

 かつまた15号台風でも同じような状況に陥ったとい

う地区でございますので、その辺を踏まえて、私は避

難する場合の道路網の整備を考えながら、今現在のと

ころは線路をまたがなければ西側の地区に入れないと

いう状況が非常に道路網は狭い、狭隘だということ、

あと、踏み切り、平面交差です。しかも狭いです。車

ではなかなか入っていくにもゆるくないというような

状況でございますので、そういう点で、道路網の整備

を考慮したらいかがでしょうか、というのと、もう一

つは、避難場所の確保です。西側地区への源道側から

も夏井側からも湊地区からも入れるような避難場所の

確保が必要かということと、先ほど来、高規格道に避

難場所設置というような考え方もあるというようなこ

ともございました。それにしても道路がないというこ

とならば、非常に避難するのが困難であるということ

でございますんで、その整備方について、そのような

考えがあるのかどうか、お聞かせを願いたいと思いま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  久慈湊地区の津波関

係の避難、これについては議員ご指摘のとおり、いろ

んな課題を抱えている地域だというふうに認識してお

ります。これについては、まちづくりの意見交換とい

うことで、地域に入りましていろいろそれらについて、

私どものほうの素案を示しながら、地域の方々のご意

見をちょうだいしてまいったところでございます。 

 現在、私どものほうで承知していますのは、例えば、

ＪＲ八戸線の関係、これについては通れる踏み切りが、

あの地域限定しますと、自動車が通れるのは一つしか

ないと、保育園の所しかないと承知しておりますし、

車両が通行制限を受けるのが一つと、それから、あと

は踏み切りを渡れない部分が大きな前のところが１カ

所、金比羅様の下の参道のところが１カ所というふう

にありますし、そのほかに通常通行しているあぜ道と

申しますか、そういうところも何カ所かあるというふ

うに承知しております。 

 これらについてもＪＲ側のほうとも協議を進めなが

ら何とか通行可能になるように働きかけているところ

でございます。 

 また、避難道路につきましても、まず、縦の線とい

いますか、海岸から山側のほうに向かっての縦の線、

あわせて横の線の整備が必要な避難道路についても、

地域のほうにお示ししながら、今後それらについて取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 それから、避難場所の設置につきましても、今回こ

の地域で問題になりましたのが、緊急避難的な、一時
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的な避難場所は金比羅様ということになっておりまし

たけれども、そのほか長期的な避難場所ということに

ついては、ぜひ整備してほしいというふうな要望も承

っておりますし、私どものほうも、それはぜひ何とか

整備してまいりたいというふうな提案を申し上げてい

るところでございます。 

 そういうことで、この避難所の整備につきましては

鋭意実現してまいるように努力してまいりたいという

ふうに考えております。 

 それから、 後になりますが、自動車専用道への避

難、これにつきましても、現在、私どものほうで協議

しているのは、新井田地区のところで何とか整備でき

ないのかというような考えも持っていましたが、それ

らにあわせて湊地区でのまちづくりの関係の意見交換

会でも１カ所か２カ所欲しいというようなご希望もあ

ったやに承知しておりますので、そこのところについ

ても国土交通省のほうと東北地方整備局のほうと協議

しながら実現に努めてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  今の件について、確かにその

辺は私も重々わかっているつもりでございますけども、

１点だけ提案を申し上げたいというのがございます。

実は、夏井側から入る道路でございます。あれは皆さ

んご承知のとおり、何回も私も質問をしておるわけで

すけども、狭隘な市道だということ等がございまして、

なかなか、しかも、避難する場合にあの線を使って、

川の上流に同じような水の流れと逆の方向ですね。で

すから、津波が来れば同じような方向に逃げていくよ

うな状況です。 

 私は、ごみ焼却場、あの路線につなぐ道路、１本通

せば非常に都合のいいような避難場所が出てくるのか

なと、しかも将来的には焼却場の移転が考えられてお

りますし、その辺を考慮しながら、かつまた、恐らく

あの場所はごみの収集場所の中継センターになるので

はないかと私なりに思っておりますが、その辺を考え

た場合には、その辺の道路網の整備も必要なのかなと

私は思っております。 

 ですから、その辺を考慮した整備についても検討に

入れていただきたいということで要望をしておきたい

と思います。 

 それから、漁業振興の関係でございますが、私は、

以前に市の災害後の会議でも申し上げました。実は漁

船確保につきましては絶大なご支援をいただいてやっ

たわけでございますけれども、補助事業の関係でいろ

いろと課題が出てきまして、漁業者の方は、家を壊し

ても流しても、いずれ生活するために漁船の確保が先

だということで、漁船の確保に走ったという方々が幾

らかございます。 

 その方々、非常に補助事業の場合に、後から漁船確

保に走った方々は補助の対象になると、事前に自分な

りに、生活するためにそれは必要だということで確保

した方々が補助事業の対象にならなかったという経緯

がありまして、要望をした経緯がございますが、いず

れ今後の補正でつくのかなという考え方もあったよう

ですけども、その後のその経過について、もし、補正

がついたのかどうなのか。あるいは実施できるのかと

いうことで、その辺についてお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  まず、避難道路の関

係でございますが、議員ご指摘の路線につきましても、

私どもとすれば何とか実現の方向で整備をしてまいり

たいというような計画の中には書き込んでいるところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  漁船の確保についてで

ございますけども、国からの補助制度が示される前に、

漁業者みずから漁船を命ということで求めた方がいら

っしゃる。その場合、国庫補助の対象になるかという

ことでございますけども、これは４月１日にさかのぼ

り遡及して対象になるものでございます。 

 それで、これはあくまでも久慈市漁業協同組合の共

同利用漁船として国庫補助の対象になることで、私ど

もといたしましては、漁業者一人ひとり、漁協を介し

てでございますけども、この制度を希望する方に対し

て、市でも既に予算措置してございます。あくまでも、

先ほど申し上げましたとおり、共同利用漁船としてと

のことであれば補助対象になることになってございま

す。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  堀崎議員にお願いいたしま
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す。ただいまの漁業振興の中での漁船の確保の件です

が、通告にございませんでしたが、私のほうは第３次

補正予算に関連して答弁をいただきましたので、ひと

つ質問通告に沿った質問をお願いいたします。よろし

くお願いします。 

 14番、堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  今の件でございます。３次補

正でつくということでございますが、先ほど来、共同

漁業船でなければだめだよという状況の答弁がござい

ました。 

 しからば、事前にもう個人登録をしたと、１回。そ

れをした場合に、まず、助成対象にならないというこ

とになりますよね。ですから、その辺を踏まえて、そ

うすれば、１回登録をしたのを再度戻してやれるのか

どうなのか、その辺についてもお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  結論を端的に申し上げ

ますと、なります。これについては、まだ震災直後は

そういう制度もなかったし、そのようになる説明もな

かったわけで、個人の方が直接手配し、個人で登録し

たわけでございます。 

 国で措置した部分については、私どもとしては、漁

業者に十分説明をいたしまして、あくまでも、繰り返

しますけども、共同利用漁船としていいのであれば、

それを制度設計上、個人から漁協の登録船にして補助

対象になると、そのようなものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  それでは、もう１点お聞かせ

願いたいと思いますが、実は、自分のところのことで

非常に難しいことでございますけれども、半崎港の船

だまりといいますか、船蔵ですね。あそこの船を揚げ

る場合の敷いておりますあの部分、かなり壊れて、現

在、おかげさまで船はかなりそろってまいりました。 

 しかしながら、今、操業するに当たって、非常に苦

慮をしている面がございます。ボルトが出っぱなしで

す。そういうことで、時たま船を壊すような状況にな

ったりしておりますので、要望をしておりますし、あ

そこは県有地でございます。 

 そういうことで、船揚げ場の滑り、その辺の修繕の

考え方について、恐らく３次補正で出るのかなと私も

今思っておりますけれども、その件について、３次補

正できたのかどうなのか、お願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまのご質問でご

ざいますが、議員さんおっしゃってくれましたけども、

あそこは港湾施設でございまして、県の振興局の土木

部が所管してございます。 

 それで、支障になるボルト等の件でございますけど

も、３次補正で措置されているかというお尋ねでござ

いましたけど、これはまだ確認できておりませんが、

私としては善処してまいりたい、そのように考えてお

るものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  14番堀崎松男君。 

○14番（堀崎松男君）  この件については、県のほう

には再三再四お願いをしております。船がそろってき

て操業を始めておりますけども、非常に危険だという

ことで、私らも苦慮をしている状況でございますので、

できる限り早急にお願いをしたいということでござい

ます。 

 それから、皆さんご承知のとおり、アワビ漁、今現

在盛んなわけでございますけれども、漁業振興の面か

ら絡んでひとつ答弁をお願いしたいんですが、私の地

区は、漁も少ない地区でございます。しかも湾内でご

ざいますし、その湾内の地区は非常に磯根が砂で埋ま

っておるということもございますし、かつまたえさ不

足が非常にあらわれてきておるなという状況にありま

す。 

 ということで、12月のアワビについては私たちの地

区はストップしました。水揚げしてもかなりやせアワ

ビが多いという状況になっております。 

 ですから、私は議場ではよく申し上げるわけですが、

漁業振興にはやはり、我々の地区としてはえさ不足が

非常に困窮しておると、えさ不足漁場の確保といいま

すか、えさの確保対策、これについては、やはり要望

もしても、なかなか難しいということもございますし、

かつまた、漁場の活用方法についても非常に困難なと

ころもございます。 

 そういう点で、その辺のえさの確保対策、漁場づく

りという面からの振興についての考え方について、お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 
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○農林水産部長（村上章君）  まず、１点目の船揚げ

場の対応でございますけども、私も本当に善処しなけ

ればならないと、そのように考えておりますので、関

係機関に対して強く要望をするとともに、市といたし

ましても検討をしてまいりたいと考えてございます。 

 それから、アワビの件でございます。今、議員さん

おっしゃったように、夏井生産部では、12月の採捕を

やらないと、そういうことは私も聞いて承知しており

ます。 

 それで、今、アワビ自体がやせていくというお話を

いただきました。確かに夏井生産部の場合はそうだな

と、そのようにとらえておりますことから、えさ不足

ということがご指摘を受けました。コンブ等の需給対

策を私はやらなければならないと、そのように考えて

ございますので、今後適切に対応をしてまいる考えで

ございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それでは、畑中議員の一般

質問に関連いたしまして、私のほうからは、質問項目

の14番、閉校校舎の利活用について、これについてご

質問を申し上げたいと思います。 

 先ほど教育長の答弁があったわけでございますが、

いわゆる学校再編によって、空き校舎が出ていると、

それについて麦生とあるいは枝成沢、具体的にその利

活用の形態が示されたわけですが、それ以外の日野沢

小学校、それから繋小学校、この二つについては公民

館の分室というようなことで考えているという答弁が

ございましたけれども、この分室というのは具体的に

どういう機能を持っているのか、あるいは施設そのも

のの管理はだれがするのか、その辺のところを具体的

にご説明をしていただきたいなというふうに思うんで

すが。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいまのご質問で、日

野沢小学校跡、それから繋小学校跡でございますが、

教育長から申し上げた公民館の分館ということで検討

をしているということでございます。分館の機能とい

うことでございます。また、管理ということでござい

ますが、市の施設という位置づけになります。公民館

の分館、市の直営施設ということの位置づけで管理は

市が直接行うということです。 

 直接といいましても、どなたかに委託するとかいう

ふうな形になると、委託というのは清掃とか鍵の管理

とかというのは委託するような格好になると思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  分館はそういうことだとい

うことなんですが、恐らくご承知だとは思うんですが、

繋地区にも非常にコンパクトな防災コミュニティセン

ターとかあって、いわゆるその地区の公民館的な役割

を果たしている施設があるわけですよね。それから、

日野沢地区にもそれはあるわけですよね。 

 あるいは、これから再編によって、来年は荷軽部、

戸呂町と、その後はまた下畑、小国、そういうふうに

続々と控えているわけですけれども、それぞれの地区

にもそれぞれにそういう施設、公民館とか、あるいは

集会所とか利用できる施設というのはあるわけです。

伝承館であるとか、そういうものがすべての地区にあ

るわけです。 

 一般的にこれは今、類似公民館と、あるいはそうい

うような位置づけで解釈されているようでございます

けれども、そういうコンパクトな施設が利用が非常に

便利で利用度も高いわけでございますけれども、そう

いうところにまた公民館の分館というような形でこの

学校を位置づけると、利用するのはそこの住民の皆様

方でございますので、非常に必要なものをそこにつく

っていただけるのであれば、これはありがたい話なん

ですが、今現在困っているわけではない。 

 繋の防災コミュニティセンターにすれば、これは新

しくて非常にコンパクト、非常に利用価値が高い。そ

ういうような利用の仕方をしているわけでして、そこ

にあえて公民館の分館という形でその学校を位置づけ

ると、これまでの廃校の学校の利活用について、いろ

いろ努力をしてきたけれども、なかなかうまい成果が

上がってきていないと。そういうことで、苦しい選択

でそのような形になっているんだろうなというふうに

推測はするんですけれども。 

 これまでの日野沢小学校、あるいは繋小学校にかか

わるいわゆる校舎の統合した後の利活用の両校の経緯

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいまの議員おっしゃ
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いましたとおり、各地区にはそれぞれ類似公民館とい

うふうなものがございます。しかし、教育委員会とい

たしましては、学校の跡を放置しておきたくないとい

うのがまず大きな点の一つでございます。したがいま

して、きちんと清掃して管理していって、当面、公民

館分館として地域の方に活用をしていただきたいとい

うことでございます。 

 議員おっしゃいましたとおり、ほかの活用策につき

ましては、町内、あるいは地域の方々に相談いたしま

して、どのような活用をしてほしいかとか、こういう

活用を考えてほしいとか、そういうふうなこともお伺

いしてまいったわけでございますが、なかなか現実的

な活用策はまだ出てきていないという段階でございま

して、教育長から先ほど申し上げたとおり、今後とも

地域の方々、あるいはその他の方々から、いろんな活

用策、一番の地域の方のためになるような施設として

の活用を今後とも検討するわけでございますが、当面、

学校を放置しておけないということで、分館という位

置づけで地域の方に活用をしていただきたいというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  言ったように、当面の措置

ということで、それは理解できますけれども、いわゆ

る山形地区に関して言えば、この議場でも山形高の校

舎の利活用という、そういう質問からいえば４年も同

じような質問を繰り返しているわけです。４年たって

も、どこもひとつも利活用という具体的なものが出て

きていないと。これは簡単に言えば取り組んできた成

果が上がっていない。 

 この成果が上がらなかった理由は一体何なのか、何

だと考えているのか、そこをお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  統合によって閉校した校舎、

あるいは体育館の活用の件でございますが、議員もご

承知のとおりだと思うんですが、学校、そして、屋内

運動場、この二つがあるわけでございます。お話の旧

山形高校についても同じようだと。 

 なぜ利用がなされないままにそのままになっている

かといったことでございますが、要するに、地域の中

にあって、具体的に言うと、山形地区の中で、その山

形の方々が有効に活用できる施設としての利用、これ

が当然求められるものでございますから、そこのとこ

ろを第一に考えていかなくてはいけない。 

 そういったことで、山形の方々にまずはその施設を

有効に活用できる方法をまず考えていきましょうとい

うふうなお話をしているわけでございますが、なかな

か具体的なものがない。 

 小学校のほうで例を申し上げますと、例えば体育館

でございますが、これは、その地区で運動をする、ス

ポーツをするということでの活用をしたいというふう

なお話もあるわけでございます。 

 ですから、そういったことからしますと、先ほど答

弁申し上げましたように、一つには、教育委員会とい

たしましては公民館の分館として、その機能をしっか

りと果たしていくことができるのではないか。 

 それから、もう一つは、その校舎の中でそれぞれの

教室があるわけですが、それらについても地域の中で

そういう文化的なもの、あるいはスポーツをする際の

例えば打ち合わせをすることであるとか、そういった

ことで、教室ならではの活用の方法もあるのではない

かということで、それについても、どうぞ地域のほう

で自由に使ってくださいというふうなことでのお話も

しているわけでございます。 

 地域の方々の反応でございますけども、これは、私、

直接お話申し上げましたが、当面はそういった使い方

でもって利用させてもらえればいいのかなと、ただ、

いつまでもそれをそのまま使うというわけにはいかな

いので、それ以外にも、例えば枝成沢小学校の校舎等

の利用のような、ああいったことで地域に貢献できる

ような施設であってほしいなといったようなこともあ

るわけでございます。 

 それ以外の方法ももちろんあるかと思います。そう

いったところを現在、教育委員会内部だけではなくて、

市長部局のさまざまな部課にも、それぞれそういった

利用の方法はないのかどうかということをいろいろと

検討をしているところでございます。これは去年、お

ととしということで統合が進められたわけでございま

して、閉校した学校が出てまいりました。 

 もうしばらくその検討をさせていただく時間、必要

なのかなというふうに思ってございます。 

 そして、 終的には、もしどうしてもその方向性が

なかなか見つからないといった場合、これについては

文科省のほうの事業の中で、学校の利活用についての
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プログラムがございますから、そちらのほうに登録を

するなどしながら、全国からその利用の方法、利用に

ついての募集をするといったところまで 後には検討

をしていくべき部分なのではないかなというふうに現

在のところ思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  私は、４年たったので、そ

ろそろその成果について、あるいは結果についての分

析というものがなされているのではないかと思って、

そういう質問をしたわけですが、なおもう少し時間が

欲しいというようなお答えでございますので、それは

それで良といたしますけれども。 

 やっぱり再編の検討をする委員会があって、再編の

方向というのは出てきたわけでございますけれども、

いわゆるこういうふうに統合をすれば、子供たちに対

するいろんな意味でのメリット、これを 優先にして、

もちろん統合というのは進められるわけでございます

けれども。 

 あわせて、同時にその検討委員会というのは、そう

いう大きなメリットのほかに、同時にこういうことを

やったらこういうデメリットもあるんだよと、起きて

くるんだよと、あらかじめそういうことは分析をして、

予測をして、それに対して対応をする。そこまで検討

委員会の中ではお話が出たのではないだろうかと、出

て当たり前のことだというふうに思っております。 

 私は、去年、まだ12月ですので、去年の１月だった

か２月ごろに、ある方が繋地区に福祉施設をつくりた

いというので、その学校を活用して、あるいは教員住

宅、山村留学の住宅を活用して福祉施設をつくりたい

というような話があって、地域で説明会を開いて、地

域の行政区が三つあるわけでございますけれども、そ

の三つの行政区の区長さん含め住民の皆さんからご理

解をいただいて、ではそういう方向で何とか進めてく

ださい、いきましょうというような形で、たしか２月

の３日だったか３月の２日だったか、その日にちが２

月だったか３月だったか思い出せないんですが、いわ

ゆる山形の地区振興協議会の会長を含め、その当事者

も含め、あるいは行政区３区長含めて市長に陳情した

というような経緯があるわけでございます。 

 それ以降、ぴったりとその話がどこかへ行ってしま

ってなくなっているわけです。私が承知するには、唯

一具体的な利用の形態、こういう形で利用してやって

いきたいという一つの提案だというふうに思っておる

わけでございますけれども、その提案がいかなるどう

いう理由で、どういうひとつの限界がそこに生じてな

くなってしまったのか、消えてしまったのか、その点

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  ただいま繋小学校跡の活

用について、確かに議員おっしゃいますとおり、地区

の方々とある福祉団体の方から提案がございまして、

当市といたしましても検討をした経緯があるわけでご

ざいます。 

 これにつきましては、その提案の内容をお聞きした

ところ、なかなかに条件が折り合わなかったというこ

とがございまして、さらにご検討をいただきたいと、

具体的な計画を見てみたいというふうなことで、その

ときは終わってございます。その後その団体といいま

すか、福祉団体さん、あるいは地域の方々から条件を

修正した案がなかなか出てきていないということで、

現在、またお互いに歩み寄りまして、どういった方法

がいいのかということをさらに検討をしていきたいと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  先ほど、私、今までの取り

組みがなかなか成果が得られていないということにつ

いて、その原因をいかに分析をしているのかというご

質問をしたんですが、そのことについてはお答えをい

ただいていないわけでございますけれども。 

 私は、ある意味、いわゆる学校というものが教育財

産であるという、そういう部分から離れ切れないで何

かをやろうというところにひとつ若干限界があるので

はないかなと。 

 いわゆる学校であれ、あるいは学校の統合によって、

その学校の近くにある教員住宅も空き部分が多いわけ

でございます。そういうものも含めてでございますけ

れども、いわゆる教育財産、いつまでも教育財産とい

うような形で一つの利活用、そういうものをそういう

窓口で対応をしていこうというような考え方のあたり

にも若干の限界があるのではないかなと。むしろいろ

んな意味で、福祉施設であれ、あるいは観光施設であ

れ、どういう施設であってもいろんな可能性をやはり
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見出すためには、そこを教育財産という一括りのもの

にしないで、やっぱり普通財産、市の一般財産という

ような形で変えて対応をしていく。あるいは、そうい

う中にあって、これからいっぱいそういう空き校舎が

出てくるわけでございます。頑張ったけどもできなか

ったというのが、例えば10年、あるいは15年続いて、

終的には山形の中に校舎だけでも七つも廃墟ができ

たとか、あるいはそれを取り巻いている教員住宅がぼ

ろぼろになって、 後はやっぱり取り壊しをしなけれ

ばならなかったとか、そういうのは一つの行政の汚点

になる。 

 10年、15年たつと、そういう汚点を残す、そういう

ことにもなり兼ねないわけでございますので、私は、

この際だから、いわゆる教育財産ということではなく

て、一般財産に変えて、いろいろな規制を緩和すると

いうよりも、規制を撤廃をして、いろいろな地域振興

を含めた課題というものを、そういうものの中で実現

していくべきではないかなと。 

 そうすると、そこにまた新しい可能性が広がるので

はないかと、こういうふうに思っているわけですが、

そのことについて、教育財産であるから、どういう問

題が出ても教育長がいつも出ていって話しなければい

けないわけです。私は、その学校が学校として利用さ

れなくなったときに、では地域がといったときには、

私は、教育委員会、教育長ではないと思う。 

 地域がこの地域をどうするんだというんだったら、

やっぱりそれは窓口を一つ間口を広げて、違う部署に

その窓口をつくって、プロジェクトなり、山形にとっ

ては１カ所だけの問題ではございませんので、そうい

うチームをつくるなり、そういう形で対応をすべきだ

というふうに思うわけですが、これについてお答えを

いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  お答え申し上げますが、髙

屋敷議員さんおっしゃるのと同じような感覚で我々も

事務を進めているわけでございます。決して、学校で

あったから教育財産であって、学校の規制というか、

学校の建物であるがゆえの規制の中でさまざまな事業

の展開をするという、制約されたそういったところの

考え方ではございません。 

 これはむしろ、学校の施設を使いながら、あるいは

この校舎自体、新しく施設を建設するよりも安く済む

といったようなメリット等があるわけでございます。

そういったことをフルに活用しながら、これは、例え

ば先ほど申し上げましたように、枝成沢小学校の校舎

を利用した民間の事業所があるわけでございます。そ

ういったところでの活用というのも、やはりこれは活

用の選択肢の一つというふうにとらえております。 

 そういったことについては、むしろ教育委員会のも

のではなくて、市長部局の部門のほうでそれを率先し

ながらというか、誘致等を図りながら対応をしている

ところも現実あるわけでございまして、そういったと

ころも今後しっかりと対応をしてまいるように市長部

局のほうともさまざまな協議を重ねてまいりたい。な

るべく早期に有効活用が図られるように努力してまい

りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、昼食のため、休憩をいたします。再開は午

後１時といたします。 

    午前11時59分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を継続します。次に創政会代表、藤島文男

君。 

    〔創政会代表藤島文男君登壇〕 

○３番（藤島文男君）  平成23年12月第３回定例会に

おいて、所属する創政会を代表して、山内市長、亀田

教育長に一般質問を行います。 

 質問するに当たって、まず３月11日の東日本大震災

において、不幸にしてお亡くなりになられた皆さんに

哀悼の意を申し上げ、また海岸沿いを中心に物心両面

にわたって、多くの被害を受けられました関係者の皆

さんに、心からお見舞いを申し上げます。 

 また、今回の大震災において発生直後から間髪を入

れず、山内市長陣頭指揮のもと、副市長、各幹部、職

員の皆さんは一生懸命、初動的処置はもちろんのこと、

復旧・復興につながる一連の諸行政をつかさどってい

ただき、大変感謝しております。 

 復旧から復興、間断のない引き続きの中で、これか

らもいろいろご苦労があろうかと思いますが、多いに
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ご活躍されることをご期待申し上げるものであります。 

 また、今度の災害において、自衛隊、警察あるいは

消防関係者の皆さん、さらには各種団体の皆さん、そ

れに加え市内はもちろん市外を含め、多くの方々のボ

ランティア活動のご協力をいただいた皆さんにも、感

謝申し上げるものであります。 

 これから復旧・復興に向けて、節目、切れ目のない、

いろいろ諸事業が展開されていくわけですが、行政ば

かりでなく我々議会においても、当然共通の責任があ

ろうかと自覚しており、我々も一生懸命努力してまい

りたいとそのように考えているところでございます。 

 それでは、通告に従って順を追ってご質問させてい

ただきます。 

 第１問目は、平成24年度予算について、久慈市の復

興計画が当然メインになっていると思いますが、その

予算編成の方針、重点施策及び予算計画などについて

お伺いします。 

 第２問目は、アナログ放送終了に伴う地デジ対策の

現状についてお尋ねしますが、平成24年３月31日終了

予定のアナログ放送から、地デジ化されていくわけで

すが、その中で難視聴地帯があるのかどうか、あると

すればその対応策と現状などについて詳しくお尋ねい

たします。 

 ３問目は、津波災害を後世に伝えるための手段方法

について、津波災害を伝えるモニュメントの建設や、

各地域に津波到達地点の表示あるいは標識等を設置し

て、目に見える形で津波の襲来の実態を後世に伝えて

いくべきと考えますが、それについてお答えをお願い

します。 

 ４問目は、再生可能エネルギーについてお尋ねしま

す。再生可能エネルギーの導入に向けての取り組み状

況をお尋ねします。 

 ５問目は、東日本災害について２点についてお尋ね

します。 

 １点目は復旧・復興について。国では復旧が急速に

進んでいるが、復興についてはこれからという認識の

ようでありますが、当市においては復旧・復興の状況

をどのようにとらえており、今後どのように進めてい

くのかお尋ねします。 

 ２点目は、津波浸水シミュレーションについてお伺

いします。復興計画策定段階で、住民に対しての非公

開であったことの理由はどういうわけでしょうか。ま

た、今後シミュレーションの公表の予定のあるや否や

についてお尋ねします。 

 次に３点目になりますが、復興に係るまちづくりに

ついてお尋ねします。11月21日から29日までの開催さ

れた意見交換会での地域住民の声を今後復興にどのよ

うに生かしていくのか、その手法、考え方についてお

伺いいたします。 

 ４点目は、津波被災者の住居の状況についてお伺い

します。被災者の仮設住宅や借り上げ賃貸住宅への入

居の状況は現在どうなっているのか。また、これから

寒さに向かっての寒さ対策など十分に行われているの

か、もろもろお伺いしたいと思います。 

 ６問目は、国の雇用対策事業の活用についてお尋ね

します。震災復旧・復興に寄与できるような国の雇用

対策事業の活用を図るべきと思いますが、考え方につ

いてお伺いします。 

 ７問目は、各種がん検診についてお尋ねします。が

ん検診の受診状況及びその実績、実施等に合わせて、

今後受診率向上のための取り組みなどについてお伺い

します。 

 ８問目は、漁業振興について２点にわたってお伺い

します。 

 １点目は、種苗放流についてお尋ねしますが、養殖

にかかるサケ、ウニ、アワビなどの種苗放流の状況あ

るいは今後の計画などについてお伺いします。 

 ２点目は、水産物の水揚げ状況についてお伺いしま

すが、震災後の久慈魚市場の水揚げ状況及び取り扱い

状況についてお伺いします。 

 ９問目は、観光振興における手づくり山車製作費補

助金についてお尋ねします。山車の製作費補助金減額

の方向に対する、全山車組合同による、先延ばしの要

望提出を受けていると思いますが、その内容について

どのようにお考えであるかお尋ねします。 

 10問目は、フラワーロードの取り組みについてお尋

ねします。これについては平成19年に１回お伺いして

おりますが、平庭峠から久慈市大川目町までの間に、

久慈渓流を中心とした桜並木の創設推進の考え方をお

伺いいたします。 

 次に、11問目はいわてデスティネーションキャン

ペーンについてお伺いします。来年岩手県で開催され

るデスティネーションキャンペーンにおける久慈市で

の取り組みについて、どのような計画立案予定してい
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るのかお伺いいたします。 

 12問目は、林道茅森線についてお尋ねします。山形

町の林道茅森線の復旧見通しについてお尋ねします。 

 13問目は、道路整備状況についてお尋ねしますが、

当市が宅地分譲した各地区内における道路の未舗装部

分が見られますが、その実態、状況と整備の見通しに

ついてお伺いいたします。 

 14問目は、除雪対策についてお尋ねします。いよい

よ12月に入り、まさにあす降り出しても不思議でもな

いこの豪雪時期を迎えるわけでありますが、その除雪

対策についてどのような方向、方針でいるのかお伺い

をいたします。 

 15問目は、簡易水道の統合についてお伺いします。

山形町川井地区、関地区及び小国地区のそれぞれの水

源地を統合すべきと考えますが、その考え方について

お伺いします。 

 16問目は、新しい野球場についてお伺いします。建

設に向けての新野球場の構想計画は、どのような進捗

状況になっているのかお伺いいたします。 

 以上16問について、登壇しての一般質問を終わりま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  創政会代表、藤島文男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、平成24年度予算についてでありますが、先

の清風会代表、畑中議員にお答えいたしましたとおり、

厳しい財政環境を踏まえまして、全事業についてゼロ

ベースからの見直しを行うとともに、一層の選択と集

中を進め、限られた財源の重点的かつ効率的な活用に

努めてまいりたいと考えております。 

 また、重点施策につきましては、震災に係る災害復

旧事業の継続でありますとか、久慈市復興計画に基づ

いた諸施策を優先的に推進するとともに、歳入に見合

った予算規模になるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、アナログ放送終了に伴う地デジ対策の現状に

ついてお答えをいたします。地デジ移行に伴う新たな

難視は10月末で80地区、838世帯において影響が出て

いるものととらえております。これまでに講じました

対策別の状況でありますが、共聴施設の整備が18地区

610世帯のうち、10地区432世帯で対策を完了し、６地

区におきまして161世帯でありますが、６地区におき

まして工事中のほか、２地区17世帯は補助申請中とな

っているところであります。また、高性能等のアンテ

ナは31地区で107世帯が申請し、86世帯で対策済みで

あり、また難視衛生放送は31地区で121世帯が申請し、

これはすべて対策済みとなっております。 

 なお、懸案の地デジ未対応世帯への働きかけは、関

係機関と緊密な連携を図りながら、緊急雇用創出事業

を活用した調査員による現況確認等、個別訪問を９月

から引き続き実施し、地デジ移行への周知に努めてい

るところであります。 

 次に、津波災害を後世に伝えるための手段方法につ

いてお答えをいたします。まず、モニュメントの建設

についてでありますが、報道等によりますと被災地各

地で設置の賛否について議論されているところであり、

当市におきましてはワークショップ等によりまして、

市民の意見を集約しながら検討してまいりたいと考え

おります。 

 次に、津波到達地点の標識等の設置についてであり

ますが、避難時の安全確保と迅速に行動できるよう、

幹線道路や避難所等に標高表示板等の設置を検討して

いるところであります。 

 今後につきましては、東日本大震災記録集を作成す

るとともに、東日本大震災を風化させないよう各種防

災訓練、ワークショップ等を開催してまいりたいと考

えております。 

 次に、再生可能エネルギーの導入に向けての取り組

み状況についてお答えをいたします。現在当市では自

然条件や地域資源を生かした、さまざまな再生可能エ

ネルギー導入の可能性について検討を進めており、そ

の一つ、大規模太陽光発電につきましては、先の清風

会代表、畑中議員にお答えいたしましたとおり、候補

地の情報提供を通じて事業者の参入を期待していると

ころであります。 

 また、風力発電につきましては、陸上での事業化を

検討している民間事業者の動き等がありますことから、

必要に応じて外部資金の獲得や機器搬入に必要な路網

の整備などに協力してまいりたいと考えております。

また、洋野町で開始された風況観測の結果を注視しな

がら、久慈沖での洋上風力発電事業展開の可能性も探

ってまいりたいと考えております。 

 その他の再生可能エネルギーにつきましても、大学
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や民間事業者等との連携のもとに、導入の可能性等に

ついて幅広く調査、研究を行っているところでありま

す。 

 次に、東日本大震災についてお答えをいたします。

まず、復旧・復興についてでありますが、発災から８

カ月以上が経過し、インフラ面での復旧やがれきの処

理等につきましては、順調に進んでいるものと認識し

ているところであります。 

 また、甚大な被害を受けた水産業につきましては、

中小企業基盤整備機構の中小企業等グループによる施

設設備の復旧整備補助事業を活用した水産加工施設、

漁業共同利用施設等の早期復旧に、また中小企業の再

稼働につきましては、中小企業被災資産修繕事業を活

用した被災店舗及び工場等の早期再建に向け、取り組

んでいるところであります。 

 さらに、11月下旬に実施いたしました復興に係る意

見交換会での意見や、要望等を踏まえたまちづくりを

進めるため、国の第３次補正予算を 大限活用した、

本格的な復興事業に着手してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、津波浸水シミュレーションについてでありま

すが、７月22日の本市復興計画策定時には、岩手県津

波防災技術専門委員会において、襲来津波、防潮堤の

高さ、浸水状況等のさまざなパターンを設定したシミ

ュレーションを行っておりましたことから、公表には

至らなかったところであります。 

 なお、この津波浸水シミュレーション結果をもとに、

県から防潮堤等の高さが示され、10月20日に公表され

ましたことから、11月21日から29日まで各地区で開催

をいたしました、復興に係るまちづくりについての意

見交換会において、これらの内容を対象地区ごとに説

明しているところであり、公表は行っているものと私

どもは認識しております。 

 次に、復興に係るまちづくりについての意見交換会

でありますが、11月21日から６回にわたり被災地域を

中心に開催したところであります。この意見交換会で

は湾口防波堤、防潮堤、河川堤防等の津波防災施設の

早期完成や、避難道路、避難所などの施設整備あるい

は防災集団移転の条件内容などについて、要望や意見

が出されたところであります。これらの要望、意見の

中には、国や県の事業も含まれておりますことから、

早期実現に向けて働きかけをしていくとともに、市が

実施するまちづくり事業に反映されるよう、努めてま

いりたいと考えております。 

 次に、津波被災者の居住の状況についてであります

が、11月末現在における入居状況は、仮設住宅は設置

戸数15戸に対し14戸、37人。また借り上げ住宅には久

慈市の受付分で他市町村からの入居者を含め、45戸、

119人となっております。 

 次に、寒さ対策でありますが、仮設住宅においては

外壁断熱材やサッシの二重窓化、風除室を設置してお

り、建物の付帯設備である暖房器具についても、入居

者の希望した器具が配布されているところであります。 

 また、借り上げ住宅についても一般住宅同様の仕様

で、法人等からの暖房器具の配布もされており、今後

におきましても入居者の要望等を踏まえ、必要に応じ

て県に対し要望してまいりたいと考えております。 

 次に、国の雇用対策事業の活用についてお答えをい

たします。雇用対策事業につきましては、国の雇用対

策基金事業の活用により、緊急雇用創出事業として今

年度はこれまでに76事業、約７億9,200万円の事業費

により、305人の新規雇用を創出しているところであ

り、東日本大震災で発生した災害廃棄物の処理や、復

興に係る業務増に伴う臨時職員の雇用など、震災復興

に対応した事業についても実施してきたところであり

ます。 

 また、このたびの国の第３次補正予算において、震

災等の影響による失業者の雇用機会創出への支援とし

て、重点分野雇用創出事業の基金の積み増しが行われ、

平成24年度も事業が継続されることとなっております。 

 今後におきましても、引き続き当該事業の活用、ほ

かの国、県助成制度の活用によりまして、雇用の回復

及び震災復興に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、各種がん検診についてお答えをいたします。

当市の平成22年度における各種がん検診の受診率は、

胃がん検診17.8％、肺がん検診24.5％、大腸がん検診

24.1％、前立腺がん検診24.8％、子宮がん検診33.4％、

乳がん検診36.8％となっており、いずれも1.3ポイン

トから4.1ポイント前年度を上回っております。 

 しかし、市の受診率は県の目標であります50％には

大きな開きがありますことから、平成23年度において

は保健推進委員による、受診申込書未提出世帯の個別

訪問による勧奨の実施、休日検診日の増、夕刻検診の
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試験的導入などにより、取り組んできたところであり

ます。 

 また、子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診

については、特定対象年齢の方に無料で受診できる

クーポン券を配布し、受診率の向上に努めているとこ

ろであります。 

 今後におきましても、一層の受診率向上対策に取り

組むとともに、検診の有効性、重要性について、さら

に普及、啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、漁業振興についてお答えをいたします。まず、

種苗放流についてでありますが、サケにつきましては

久慈川漁業協同組合では、震災直後に2,780万尾を緊

急放流しており、震災前と同規模の稚魚放流を目指し、

現在、仮設捕獲施設により捕獲採卵作業を行っている

ところであると伺っております。 

 ウニ、アワビにつきましては、平成22年度に久慈市

漁業協同組合で、それぞれ30万個と63万5,000個の放

流を実施したところでありますが、種苗の供給元であ

ります社団法人岩手県栽培漁業協会の種苗生産施設が

被災したことから、本年度は種苗放流ができない状況

にあると久慈市漁業協同組合から伺っております。 

 現在、種苗生産施設の復旧に向けて取り組んでいる

と、県北広域振興局水産部より伺っており、ウニは平

成24年から、アワビは平成25年から、種苗放流を再開

できる予定であります。 

 次に、市営魚市場の水揚げ状況についてであります

が、本年10月末現在の水揚げ数量は8,319トン、前年

同期比で11.9％の増、水揚げ金額は17億7,569万円余

であり、前年同期比15.9％の増となっております。 

 その要因でありますが、震災後、関係者の熱意、努

力による魚市場の早期再開とイカの良好な漁場が近海

に形成されたこと、また加えて全国からの当市水産業

に対するご支援によるものととらえております。 

 また、ウニ、アワビの共販取扱実績は、11月末現在

数量で２万5,569キログラム、前年同期比29.5％の減、

金額では２億6,495万円余、前年同期比55.5％の増と

なっており、震災の影響でウニ、アワビとも高値で取

引されている状況にございます。 

 次に、観光振興策における手づくり山車制作費補助

金についてお答えをいたします。市では市政改革プロ

グラムの中で、市が交付している補助金の総額につい

て、前年度比１％の抑制を目標とし、その見直しを図

っているところであります。 

 しかしながら、今般の東日本大震災という大変厳し

い状況の中で、すべての山車組が手づくり山車を製作

し、久慈秋まつりに参加されたということは市民に勇

気を与え、大きな意義があったものととらえておりま

す。 

 来年度以降の補助金額につきましては、各山車組か

ら提出されます補助金精算書等により、収支の状況等

を十分に精査し、検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、フラワーロードの取り組みについてお答えを

いたします。久慈渓流を中心とした桜並木の創設につ

いてでありますが、以前の定例会でも同様のご提言を

いただいたところであります。桜並木の創設には道路

通行上の問題や、敷地の確保などの諸課題があり、ま

た県立自然公園でもありますことから、関係者との協

議、検討が必要であると考えております。 

 そのような中にあって、昨年11月には岐阜県白川郷

の桜の関係者の方々から、国や県の天然記念物である

苗木約50本が寄贈され、市内の地域おこし団体などで

構成する山郷の文化伝承交流委員会において植樹の場

所等を協議の上、市内８カ所に植樹したところであり

ます。 

 今後におきましても、ご提言のありました桜並木を

はじめ、市の花でありますツツジの活用など、当市の

持つ地域資源を生かしたまちづくりの取り組みが活性

化するよう、市としても支援してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、いわてデスティネーションキャンペーンにつ

いてお答えをいたします。来年岩手県で開催されます

ＤＣにおける、当市での取り組みについてであります

が、本年10月、いわてＤＣ旅行商品造成促進会議が東

京で開催され、全国の旅行会社30社が参加する個別商

談会において、当市から観光団体等９名が参加し、体

験型観光をメインとした旅行商品の商談を行ったとこ

ろであります。 

 また、岩手県が作成する約60ページのエリアガイド

ブックへの掲載記事と、民間の約130ページの公式ガ

イド雑誌への広告掲載の原案作成を進めているところ

であります。 

 いわてＤＣ期間の始まる来年４月にはＪＲ八戸線が、

三陸鉄道も田野畑駅まで運行が再開されますことから、
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これらのダイヤに連動した周遊観光バスの運行などに

ついて、関係機関等と協議を重ねているところであり、

当地域を多くの方々に訪れていただくことができるよ

うな、さまざまな取り組みを推進してまいりたいと考

えております。 

 次に、林道茅森線の復旧見通しについてであります

が、去る９月21日から22日にかけての台風15号の豪雨

により、山腹崩壊し、通行どめとなっている状況にあ

ります。被災箇所は昭和57年から58年にかけて、岩手

県で治山工事を実施した箇所を含む場所で発生してお

り、県北広域振興局林務部によりますと、国と協議し

た結果、災害関連緊急治山事業の導入が認められると

のことであります。 

 今後の工程といたしましては、工事に伴う測量調査

等を年内に発注する予定であり、工事については平成

23年度繰越事業で実施し、交通解放は平成24年の年末

になる見込みと伺っているところであります。市とい

たしましては、早期の交通どめ解除を要望するととも

に、迂回路の維持管理には万全を尽くす所存でありま

す。 

 次に、道路整備状況についてお答えをいたします。

昭和43年から45年にかけて旧川崎製鉄用地について、

市が宅地分譲しているところであります。その区域内

の道路状況は、市道認定された道路については舗装済

みでありますが、認定外の生活道については未舗装と

なっております。 

 未舗装部分の整備につきましては、財政状況等を勘

案しながら検討してまいりたいと考えておりますが、

当面地区住民の方々に不都合が生じないよう、補修等

により適正な管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、除雪対策についてでありますが、除雪委託業

者等の除雪会議を11月30日に開催し、共通認識を図っ

たところであり、降雪時の通勤、通学等における良好

な路面確保のため、昨年度同様、直営及び各委託業者

のご協力をいただきながら対応してまいる考えであり

ます。 

 なお、除雪に当たっては除雪計画に基づき、気象情

報等を参考に道路パトロールを実施し、積雪状況を確

認するとともに、国道、県道と市道の交差部の除雪に

つきましても関係機関と連携しながら、効率的な除雪

に努めてまいりたいと考えております。 

 後に、簡易水道の統合についてお答えをいたしま

す。川井、関及び小国各地区の水源地を統合すべきと

のご質問でありますが、まず現在の水源は川井簡易水

道は二つの湧水を利用しており、近年の地震等におい

て水質濁度が上昇し、たびたび断水の被害を受けてい

る状況にあります。 

 また、関及び小国簡易水道は河川表流水を利用して

おり、台風などの洪水時にはろ過池が閉塞の被害を受

けている状況にあります。 

 さらには、水道施設が創設から約40年以上経過して

おり、施設の老朽化が著しく進行し、施設更新が必要

な時期に到来している状態であります。 

 このような状況でありますことから、簡易水道事業

統合計画に基づき、効率的に統合整備をするため、水

量及び水質が安定している清水川湧水を水源として、

浄水設備を設けて施設更新を行う計画であり、現在来

年度からの事業着手に向けて、岩手県と事業認可を得

るための事前協議を進めているところであります。 

 以上で、創政会代表、藤島文男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  創政会代表、藤島文男議員

のご質問にお答えをします。 

 新野球場の建設についてでありますが、新野球場の

建設の必要性についての認識は、現在においても変わ

りありませんが、東日本大震災によって大きく損なわ

れた住民の生活基盤や、それを支える産業基盤等の復

旧・復興事業の対応を優先して、各事業の調整が進め

られておりますことから、新野球場の建設におきまし

ても、災害に強いまちづくり事業の中で防災機能を備

えた施設としての建設が必要であり、その計画策定を

進めているところであります。 

 以上で、創政会代表、藤島文男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  それでは、再質問させていた

だきます。 

 まず 初に、アナログ放送終了に伴う地デジ化対策

について、再度質問させていただきます。先ほど、市

長答弁でるる細やかにご説明いただきました。その中
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で数字的なことはいろいろそのとおり十分理解できま

すし、大変苦労なされてることも重々理解できます。 

 確認させていただきたいのは、これらの地区ごとあ

るいは共聴所帯数とか箇所とかいろいろたくさんあり

ましたが、要は来年の３月31日までに間違いなく地デ

ジ化される見通しが立ってるのかどうか、まず 初に

この１点について確認させていただきます。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  私どもといたしまし

ては、地デジ化への移行をまだご承知でない方に対し

て、それへの周知っていうのが一番、今現在、大事だ

なというふうに考えておりました。というのは、ここ

のところで発掘一生懸命やっておりますが、やはりご

存知ない方がたくさんいらっしゃるということで、こ

このところの移行ということについては、100％そこ

の３月31日の時点で完了できるかというと、それはで

きない状況というふうに申し上げるのが本心のところ

でございます。 

 ただ、現在私どものほうでは新たな難視であるとい

うところについては、できるだけこれの移行、もしく

は緊急的な措置でございますが、衛星放送対策等をま

じえながら、情報の途切れることのない、情報伝達の

途切れることのない措置を講じてまいりたいというふ

うに努力しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  正直、今ご答弁いただいた第

一印象は、努力してることは十分わかりますけれども、

なお広報、周知が徹底されてないんじゃないかなとい

うような印象を受けた、私の間違った受け方でしょう

か。 

 もう、これ来年の３月31日でそういう方向になって

いくというときに、見えない人はどうだとか、映りの

いいとこはどこどこだと、そういう次元ではないと私

は思います。決して皮肉ぶって言うのではありません。

誤解しないでください。 

 そういうような印象を受けましたが、現実問題とし

て理論上、理屈上は、電波は公平であり、みんなもの

だという、そういう理論のことは別に申し上げる必要

はないと思います、当然のことなんですが。現実に映

りの悪いところ、こういう難視聴地域についてはいろ

いろ検査の方法も、申告していただく方法も、そんな

のは簡単にわかることなんですよ。 

 ただ、要は一つのネックになってるのは、今高齢者

の所帯が多くてなかなか、例えば共聴テレビなんかに

おいても自己負担率の問題等について、非常にネック

な部分があると思います。それはどういうことかと申

しますと、これ私の間違ったら訂正してもいいですが、

地区あるいは場所、加入戸数などによって差があると、

これは何となく理解はできるんですけれども、実際に

地域の方々がテレビが見れないで困ってるという視点

に立つと、あそこの組合は何ぼでできたそうだ、別な

とこは何ぼかかったそうだと、こういう金額的な部分

が先行するんですね、どうしても。 

 それは場所、所帯数、いろいろ条件によって変わっ

てくることも理解できるんですが、そもそも補助とし

てできる分野について、何が基準でどれだけが可能か、

統一性、公平性ということについてはどういう配慮が

なされているのか、簡単で結構ですがご説明いただき

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  先ほど、市長のほう

からもご答弁申し上げましたけれども、ただいま調査

員２人緊急雇用で雇用しておりまして、その者たちが

個別訪問をして個々の面談をしながら、難視聴対象を

把握しているというふうな状況でございまして、今現

在7,579世帯、これまで調査しております。あと3,834

世帯については留守のため、これは未確認というふう

な状況でございますが、ここのところもいずれ一世帯

ずつ確認調査をしてまいりたいというふうな状況でご

ざいます。ここのところで、何とか皆様情報の収集と

いうか、情報の共有というか、そういう恩恵にあずか

れるように何とか努力してまいりたいと思います。 

 それから助成制度でございますが、例えばご質問ご

ざいました共聴施設、これの組合をつくっていただい

て、これを助成する制度がございます。これについて

は国は３分の２の助成というふうになっておりますし、

ＮＨＫはそれに一緒になりまして、一世帯7,000円以

上の負担額の部分について一世帯当たり上限10万円で

ございますが、7,000円を超える部分については助成

をしますということになります。 

 それでも実は各世帯の負担が7,000円超える場合が

ございますので、そこのところについては市のほうで、

7,000円に落ち着くように助成をするというようなこ
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とで、国、ＮＨＫ、私ども市のほうということで、助

成の制度を構築しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  では、失礼ですがもう１回、

金額的なことですので確認させていただきます。 

 いろいろ国の３分の２の補助とか、ＮＨＫの問題さ

まざまあると思いますが、 終的にトータルとして当

市が補助できる金額というのは、7,000円ぐらいにお

さまる考え方ではなかなか理解できないんですが、実

際問題としてそこに幅が当然生じてくると思うんです。

他の問題もいろいろありますんで、ここでこの問題に

ついてはとめますけれども、要は受けるほうの側につ

いては、１円でも補助がいっぱいのほうがいいことは、

これは当たり前のことなんですね、感情論として。 

 だから、特に各家庭を、私も私なりに調査まではい

かなくても、実態の解明に当たっては私も足運んでい

るつもりです。そういう中で耳に入ってくるのは、や

はりどうしても安いとこを基準に話が進んでいくんで

すね。中身がどうとか、あの地区がどうとか、共聴組

合の数がどうとかと、そういうことでなくして、あそ

このだれのところは何ぼで出たそうだと、こういうこ

とが先行していくんですね。 

 だから、何とか厳しい財源、さまざまな補助制度の

中でも難しいこともよく理解できますが、少しでもそ

ういう共聴テレビの人たちに特に援助してやってもら

いたいし、既に決定されているものあるいは見直すべ

き、間に合うものであったなら、それこそ後回りにな

るかもしれませんが、 大に努力しながら行政として

の取り組み姿勢を示していただきたい。 

 今回の地震、津波等においても電気が切れた、水道

がこない、いろんな不便なことがいっぱい出ますけれ

ども、やはり通信網の確保、情報の共有、言葉では幾

らでも何ぼでも言えるんです、だれでも。ただ、現実

にそれが可能、不可能になっているという部分につい

ては、テレビなんていうのは本当に耳が聞こえなくな

って、遠くなっても見えるんですよ、様子もわかるし。 

 だから、そういう点でこれからの高齢世帯が多くな

っていく中で、その点を 大に考慮しながら、この難

視聴地帯については一層のご検討をお願いしたい。答

弁は要りません。 

 次に、３番目の津波被災被害を後世に伝えるために、

手段方法としてモニュメント方式にしたらどうかとい

うことを提言のような形で申し上げました。これはい

ろいろ考え方もありますし、福島、宮城、岩手、それ

ぞれ沿岸、海岸を持つ市町村においてもそれぞれ取り

組みがあろうかと思います。 

 私が申し上げたいのは、それは記録に残す、記憶に

残す手段方法がたくさんあろうと思います。今の時代、

動画の時代ですから、あるいは音声の入ったまま色の

ついたフィルムで保存できます。ただ、それにはそれ

だけはなくして、本当に直接被害を被らなくても、何

らかの形で津波の恐ろしさ、これについては伝えてい

く手段があるとするなれば、どんな方法でもやっぱり

求めていくべきであろうと私はそのように思います。 

 私事で大変恐縮な部分ありますが、私は昭和45年に

仕事の関係で、宮古に昭和45年から７年間住んだこと

があります。そのころ宮古の重茂地区に行った場合、

そこがトドヶ埼灯台という有名な場所がありますが、

そこに行ってどういうところか見たかったというのが

本当の本音でした。 

 ところが、行く途中、姉吉地区という小さな集落が

ありましたが、そこのところに石碑が建っておりまし

た。辺りの環境条件からいったって、そこにだけ石が

あるっていうのはおかしいっていうのはすぐ気がつき

ました。見たらそれが明治29年の三陸大津波の被害に

遭って、ここまで津波がきたんだよということを後世

に伝えるために、明治29年ですよ、その時点で地域の

リーダーの方々、一生懸命になって判断、検討した結

果、当時とれる手法とすればそのことが 高の言い伝

えだ、そう判断したでしょう、現実に残っておりまし

た。驚きました。それが私がメジャーを当ててはかっ

たわけではないですが、記録その他によると海抜たし

か40メートルぐらいだった地点だと思います。 

 そういうとこでやれやれということで、こっからは

津波がきたらこれより下に行ってはだめだぞっていう

ような言い伝えを、後世に残しながら戦後になってき

て、昭和８年にまた大きな津波に襲われるわけですが、

そのときの教訓からいって、たしか４所帯の８名か幾

らかですか、生き残れなかったと壊滅、全滅状態だっ

たんですね。 

 それを教訓としながら、もう一度、今で言うモニュ

メントですね、石碑を建てたと。それはもう中身の言

葉は忘れましたが、要はこれより下には家は建てるな
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と、そう言って後世に伝えてきた一つの生きる道しる

べ、津波に対する地域防災の原点であったと私はその

ように理解しております。 

 そして、ちなみに本年度の３月11日においては、つ

い前のときよりも20メートル上に上げて、60メートル

ぐらいの高さにして、そして今度の地震において手前

約50メートルまで上がってきたと、これが現実のよう

ですね。よって一人の犠牲者もなく、もちろん家も高

いとこ、それより下には建てませんから、難を逃れた

と、こういう実態があります。 

 だから、いろいろ講習会もいいです。あるいは安全

教育もいいです。語り部もいいです。いろいろどれも

悪くはないです。ただ、現実にそこの地区に住む人た

ちが、みずからの判断と考え方、知恵を持ってそう取

り組んできたということについては、現代の我々は恥

ずかしい。理屈が先行してなかなかそれが手が届かな

い。それはやっぱり見習うべきであろう、そんなよう

に思います。 

 したがって、もとの本題に入りますが、そういう一

例もあります。したがって私はこの沿岸、特に海岸沿

いは北は侍浜から南は久喜まで、この間に入り江それ

ぞれありますが、その 高地点については平成23年３

月11日にはここまできたんだよというものを表示して、

後世に伝えていく一つの心の目印にすべきだと、私は

そのように思います。それで全戸の中で言うんであれ

ば、その代表的な長内町あるいは湊地区でも、どこで

も結構ですが、検討しながらそれを一つの大きなモニ

ュメントはモニュメントとして、つくって後世に伝え

ていくべきだと、私はそのように考え、それが新しい

これからの災害対策であり、津波被害対策であるとそ

のように思います。ご答弁は要りません。 

 次に、12番目の林道茅森線についてお尋ねします。

このことにつきましては、先ほど市長の答弁でも林道

とはどういう形態のものか、その中身は何だというこ

とも細々むしろ勉強させていただきました。県とよく

協議しながら、ぜひ一刻も早い解消、復旧にお願いし

たい、そのように思いますが、もう年が明けてくると

また乾燥の時期になりますから、あの地区は特に、あ

の地区と言っては失礼かもしれません、山形地区はや

っぱり山林火災の歴史的にもあるところですから、何

らかの形で救急車なり消防車なり、いろんな車輌が駆

けつけるときにも、なおかつ１年経っても交通どめだ、

迂回路すればいいんだとそういう理論ではない。その

点をよくご理解、ご認識いただいて、一生懸命、一刻

も早い早急な改修をお願いしたい。その辺について一

言で結構ですから、ご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  林道茅森線につい

てでございますが、県北広域振興局林務部と今協議を

進めているところでございまして、市長から答弁申し

上げましたとおり、県では国の補助事業を使って工事

をしていくということでございます。今ご質問ありま

したように一刻も早く整備されるように、今後とも県

に要望してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ３番藤島文男君。 

○３番（藤島文男君）  それでは、 後に15番目の簡

易水道の統合についてということでお伺いします。 

 先ほどもご答弁いただきました。基本的な方向、方

針についても、よく理解できました。ぜひともそのよ

うに精いっぱい取り組んでいってもらいたい。過分に

私の心配事は要らないんですが、結構予算もかかるか

とは思いますが、それぞれ計画的に一生懸命取り組ん

でいただきたい、そのようにご期待申し上げます。 

 特に山形の方々には一部失礼に聞こえるかもしれま

せんが、合併して５年、まさに久慈市と合併して良か

ったなという部分の合併効果の検証にもなるであろう、

そういうような位置づけでこの簡易水道の技術論、あ

るいはいろんなやり方あると思いますけれども、効率

のいい、しかも震度３あるいは４ぐらいの地震がきた

って、地下水が濁らないという部分の手法については、

浄化方式でもいいだろうしあるいは別の場所に水源地

を求める、それは手法はいろいろあるでしょうが、何

とかここの部分について、大きな地震のたびに水が濁

って１週間から10日もかかるという時代からはもう決

別してほしい。せっかくきれいな水、緑豊かな岩手県

でも代表的な環境にすぐれたところで、中身はそうい

うことが担保できないということになれば、これは大

変失礼なことになると思いますので、住民の要望にぜ

ひ応えてほしいということをご要望して、私の再質問

を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山水道事業所長。 

○水道事業所長（晴山聰君）  ただいま簡易水道の統

合にかかわってご質問いただきました。この事業の背



－37－ 

景等については、先ほど市長からご答弁申し上げたと

おりであります。 

 現在またその事業認可を得るためのその事前協議、

これについても進めているところでありますが、いず

れも平成24年度、来年度におきましては測量調査ある

いは実施設計、そういったものを取り進めながら、浄

水場の用地のその設置場所等々、こういったもの等を

検討しながら用地の買収、こういったものまで取り進

んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  藤島文男議員の一般質問の

項目５番の（３）復興に係るまちづくりについて１点、

９番の観光振興策について、手づくり山車製作補助金

について２点目、３点目は11番目のいわてＤＣキャン

ペーンについて、４点目、13番の道路整備状況につい

て、５点目、教育長になりますけれども、新野球場に

ついて、それぞれ関連質問をさせていただきます。 

 まず、 初に５番の（３）復興に係るまちづくりに

ついてでありますけれども、５地区６回の意見交換会

を終えて、地域の方々の今すぐやってほしいっていう

のをどこを認識しているのか、いっぱいあるわけです

けれども、防潮堤、河川堤防、避難場所、避難経路、

集団移転等々あるわけですけれども、その中ですべて

において早急にしてほしいっていう地域の皆さんの思

いだと思うわけですけれども、どうしても金とか政策

とか計画とかっていうと、時間がかかるところもある

わけですけれども、ここだけは何とかスムーズにでき

そうだっていうところがありましたらお聞かせを願い

ます。 

 あと、説明会、県の計画でもかさ上げについては現

状のままっていうところですけれども、久慈川左岸の

久慈橋下流の堤防なんですが、あそこは以前から長さ

10メーターぐらい、低さが約30から50ぐらいの低くな

っている場所があります。この震災、津波で堤防超え

たとこはここの場所になっております。いずれこの堤

防のかさ上げは、県は現状のままと言っておるわけで

すけれども、この現状のままっていうことはまたいろ

んな災害で堤防超える可能性が大きいっていうわけで

すので、これについてはかさ上げが云々かんぬんでな

くて、いずれ県に一部低い場所については未整備部分

として、県に要望をしていかなければならない、その

ように思っておりますので、そのお答えをお願いいた

します。 

 次の９番の手づくり山車補助金の関係ですけれども、

去る11月14、４日前後だったわけですけれども、８組

の連名で補助金の減額を先延ばしをしてほしいってい

うのが既に出されておるわけですので、けれども手づ

くり山車がすべて手づくりになったのは３年ぐらい前

になります。この３年前はどういう秋まつりの状況だ

ったかと言いますと、民放が入って中継をしていただ

いた時期になるなと思っております。そこからそうす

ると３回、民間の方々の放送で久慈市の秋まつりをＰ

Ｒしていただいたのは、皆さんもご承知のとおりだと

思います。 

 今、そしてそれに観光客が毎年増加傾向にあるわけ

ですので、今せっかく津波に遭った山車組も一生懸命

努力をして、すべてが参加できたっていうことは、す

ごい努力をしてもらったっていうことになるわけです

ので、そういうまだまだ未整備な、またいろんな多額

の経費がかかる山車づくりについて、もう少し山車組

の皆さんの思いを酌んで、もう少し先延ばしをしてい

ただきたい。 

 山車組の皆さんの中で集まったときに、市長はよく

私もお祭り大好きだとおっしゃっていただいておりま

すので、そこら辺もぜひともこの皆さんの思いを取り

入れていただきたいなと思います。 

 11番のＤＣキャンペーンについてですけれども、去

る30日、３市において広域観光について、八戸、二戸、

久慈で意見交換会がされたわけですけれども、八戸で

はこのＤＣキャンペーン４月から６月までの期間、八

戸では仮称三陸復興国立公園構想や縄文遺跡などに取

り組む、また二戸ではそばや雑穀などを使ったＢ級料

理を提案したい、で、当市の久慈市長は義経北方伝説

を取り入れていきたいという、３市とも異なった思い

になっているわけですけれども、４月から６月って３

カ月間っていう短い期間になるわけですけれども、こ

れが４月からっていうことになりますと既にこれが取

りまとまっていなければならない時期なのじゃないか

なと思っております。 

 また、市長が活用したいっていうその義経北方伝説

について、部長はどのように取り組んでいきたいと思

ってるのかお伺いをいたします。 

 13番の道路整備状況について、市長から昭和43年か
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ら45年に分譲した地域、ここは多分、田屋地区と京の

森地区の旧川崎製鉄の社宅跡地だと私は認識しており

ます。 

 その未舗装状況についても、ただいま市長から答弁

があったそのとおりでありますけれども、それ以降、

昭和57年寺里地区、旧給食センターの後ろ側になりま

すけれどもここの地区、58年に小久慈地区、小久慈焼

の登り口の手前の左側、平成９年に柏崎地区と葬儀屋

さんの後ろっていうことになって、５カ所市が分譲し

た地区があるわけですけれども、遅い早いはあるわけ

ですけれども、遅い寺里、小久慈、柏崎地区について

は、すべてが舗装になっております。私も実際行って

見てきました。 

 43年から45年にかけてのところですけれども、既に

40年も経過いたします。そこに住む方々は、市が分譲

しておきながら舗装にしてなかったっていうことは、

地域の方々の環境整備に非常に不利益があると私は思

っておりますので、一回にお願いするわけではなくて、

１年１カ所ずつっていう見通しでも、お聞かせを願い

たいと思います。 

 16番の新野球場についてでありますけれども、６カ

所から３カ所に、今の現在で絞り切ったのか、切って

ないのかをお伺いいたします。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  私から秋まつりといわてデ

スティネーションキャンペーンについて、ご答弁申し

上げたいと思いますが、まず秋まつりにかかわって手

づくり山車への補助金ということでありますけれども、

市長からも答弁申し上げておりますけれども、非常に

ことしは厳しい経済環境の中にあって、それぞれの組

が手づくり山車を製作をし、秋まつりに参加をしてい

ただいた。本当にこの点については感謝を申し上げた

いというふうに思っているところであります。 

 ご質問のように、津波によって被災を受けた組も実

際あるわけであります。そういう組も何とか頑張って

製作をしたっていうふうな、そういうふうな状況もご

ざいますので、それぞれ各山車組からこれから補助金

の精算等があるわけですけれども、今冒頭お話をした

いろいろこの経済環境厳しい中にあって、製作をして

いただいたっていうこと等についても、それらも踏ま

えて十分にこれは検討をしてまいりたいというふうに

思っておりますので、ご理解をいただきたいというふ

うに思います。 

 それからいわてデスティネーションキャンペーン、

これについては私も非常に観光客の増大っていうふう

な効果では大いに期待をしているところであります。 

 ただ、一方では平泉の世界文化遺産登録っていうふ

うなことから、平泉のほうに観光客が特化して行くの

であれば、これは非常に我々としては、沿岸の地区、

市町村とすれば、ここのところが心配するところであ

ります。 

 そういうふうなところから、岩手県ではこの平泉の

世界文化遺産についても、オール岩手っていうふうな

とらえ方で、今後デスティネーションキャンペーンの

中でも、全国に発信をしていくというふうなことを言

ってますので、そういうふうな背景の中で我々にとっ

ては本当にこれ一つの財産だと思いますけれども、義

経の北方伝説というものがあるわけでありますので、

これは単に久慈市だけではなくて、沿岸市町村から八

戸までっていうふうな、一つのルートが物語として設

定されるわけでありますので、そこのところはきっち

りと資料等収集あるいはストーリーを構築しながら、

このデスティネーションキャンペーンの中でやはり情

報発信をして、平泉の世界文化遺産とこの義経の北方

伝説を一体とした取り組みをしていきたいというふう

に考えておりますので、その辺についてもご了承願い

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  市の宅地分譲における道

路の管理状況について、私のほうから答弁させていた

だきます。 

 議員ご指摘のとおり、43年から45年にかけて川崎製

鉄の住宅跡地等につきまして、これは京の森、田屋、

それから表町、合わせて当時93区画の分譲したもので

ございます。 

 それで、その後例えば表町とかそういうところは市

道に認定、編入認定なったところは舗装になってるわ

けですけれども、市道の認定基準に達しないところ、

いわゆる袋小路、行きどまり、細いところとか、例え

ば京の森の橋げた状のようになっていますけれども、

そこに行きどまり道路とか、田屋の奥のほう、あそこ

ぐるっと回れればいいんですけれども、奥がどうして
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も細くなってるもんですから、行きどまり道路の状況

になっています。 

 そのようなところについては、いずれ道路として私

どものほうで管理するような状況でございますけれど

も、いずれ少しずつでありますけれども入り口部分と

か、それから側溝の多少の修繕等はやらしていただい

ておりますけれども、いずれ市長からご答弁申し上げ

ましたとおり、少しずつでもいずれ生活っていうか使

用に支障が出ないように、いずれ順次少しずつでも整

備っていうか適正に管理してまいりたいと、そのよう

に考えています。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  まちづくりのかかわ

る意見交換会についてのご答弁申し上げたいと思いま

す。 

 実はまちづくりの意見交換会に当たりまして、私ど

ものほうで資料を３種類持って説明に当たりました。

この中には海岸堤防の高さ、これをどういうふうにし

て決めたかということで、説明をさせていただいてお

ります。 

 これにつきましては、政府の中央防災会議で示され

た国の基本的な考え方に基づいて、岩手県のほうから

示されたというところでございまして、これには 大

クラスの津波、それから設計対象津波群ということで

二つの津波群に分けられて、それの対応をどうしよう

かということで、シミュレーションをかけた結果も合

わせて示されたところでございます。 

 例えば設計対象になります津波群というのは、数十

年から百数十年に起こるであろう頻度の高い津波への

対応ということで、これについてはできるだけハード

面での対応をしましょうというふうな方針が示されて

おりますし、 大クラスの津波についてはある程度

ハードでは守るんだけれども、実は違うソフト面を加

えた多重防御の考え方を示した対応をしましょうとい

うような考え方を示されております。 

    〔「端的にお願いします。」と呼ぶ者あり〕 

○総合政策部長（大湊清信君）  ここのところを説明

させていただかないと──。 

    〔「理解してますんで」と呼ぶ者あり〕 

○総合政策部長（大湊清信君）  そうですか。失礼し

ました。 

 それでは、そこのところは省かせていただきまして。

まちづくり意見交換会で示されたところで、喫緊の要

望というのは、自分の生活を早く再建したいというと

ころで住宅の再建、これについてぜひ早く方針を示し

てほしいというところでございました。これについて

は私どものほうでは、助成制度、それから防災集団移

転、ここのところの考え方、それから湾口防波堤の早

期完成をぜひ強く求めてくれという要望も、強く出さ

れているところでございます。 

 それから、ご質問ありました河川堤防のかさ上げ、

これについては現在県のほうで対応いろいろ検討して

おりますが、夏井川の堤防はぜひ早く着手したいとい

うような考えも示されておりますし、ご質問ありまし

た久慈橋の左岸側、あそこの少し低いところについて

も応急的な対応でとりあえず対応したいと、早期に対

応したいというような考え方も示されております。 

 いずれにいたしましても、それらハード面の整備あ

るいはソフト面の対応については、鋭意早期にしてま

いりたいと、行ってまいりたいというふうに考えてい

るところです。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  新野球場の候補地でござ

いますが、この６カ所につきましては、現在も６カ所

が候補地ということでございまして、３カ所とか１カ

所に絞ったわけではございません。 

 ただし、優先順位はつけてございますので、それに

従って現在地権者の意向を打診しているというところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ２番下川原光昭君。 

○２番（下川原光昭君）  今、 後のほうからいきま

すけれども、野球場については、16年が国体予定にな

っております。15年がプレ国体をしなければならない

年だと思っております。そうしますと12年、13年、14

年とあと３年しかなくなってきたわけですので、これ

はいずれ早急に候補地を絞り込んで、関係機関の皆さ

んと協議していい球場をつくっていかなければならな

いと思っておりますので、早急に絞り込みをするべき

だと思っております。 

 13番の道路整備状況ですけれども、今部長からお話

を聞いておりますけれども、市道認定をする前にこの
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地区は分譲しているはずだと思います。地区の皆さん

もこれは口約束になるかと思いますけれども、でも法

律上は口約束も口約束っていう契約になるってよく言

われますけれども、そのときに、ここはいずれ舗装に

するからっていう市の方々が言っておいて、まだやは

りいずれ４メーターあるところで未舗装のままだって

いうのは、やっぱりそこに住む方々にいたしますと非

常に不満があるし、その57年、58年、９年っていう遅

く分譲したところの方々はほとんど舗装の状況になっ

ておりますので、いずれぜひこの地域の皆さんの思い

を、１年１カ所ずつでも、先ほども言いましたけれど

も、ぜひ思いを酌んで整備をしてほしいなとこう思い

ます。 

 後の時間なくなりましたけれども、手づくり山車

についてですけれども、ぜひ副市長が先ほど答弁して

いただきました山車組の皆さんの思いを、ぜひ酌んで

いただきたいなと思います。 

 １点、部長。 

○議長（八重櫻友夫君）  下川原議員、時間超過しま

すんで、答弁の時間も考慮して端的にお願いします。 

○２番（下川原光昭君）  はい。 

 製作をして山車が運行しているわけですけれども、

中日について観光客の方々に目に触れない現状にある

わけですけれども、そこら辺の思いがありましたらお

聞かせをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  手づくり山車の製作に対す

る補助でありますけれども、市長からも答弁申し上げ

ておりますし、私も先ほど答弁申し上げたようにいろ

いろな環境が変わっていますので、そういうふうなこ

とを踏まえながら、山車組の思いも承知しております

ので、検討はしてまいりたいというふうに思います。 

 それから、中日についてはという質問、中日につい

ては部長のほうから答弁申し上げます。 

○議長（八重櫻友夫君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  秋まつりの中日の山

車を見たい観光客の皆さんに対しての対応とこういう

ことでございますが、できるものであればそういう対

応していきたい、そのように思っております。 

 現在は土風館と創作体験館のところに、３台を入れ

込んで見ていただくようにしてはありますけれども、

何とかできるものであれば、通りのところに展示して

見ていただければ一番いいのかなと、そのように思っ

ておりますので、今後どういう方法があるのか、そう

いった部分についても検討してみたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  思いは議員も私どもも同

じです。市民のいずれ便利を少しでも上げるために、

いずれできるだけ有利な財源とかお金探しまして、本

当に１本ずつでもやりたいっていう気持ちだけは、も

う議員にも負けない気持ちは持っているつもりでござ

います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  新野球場の建設についての

ご質問にお答えしますが、議員おっしゃってるのは国

体に間に合うかどうかといったようなことだと思うん

ですが、私、前の議会等でも申し上げてるように、こ

れは決してそれだけを目指すものではなくて、現在の

野球場が仮設でありますから、本設の野球場の建設が

必要だといったような考え方で、この建設について考

えているものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  藤島議員の関連質問をさせて

いただきたいと思います。 

 12番の林道茅森線についてでありますが、総合支所

長のほうにお伺いいたしますが、先ほど市長のほうか

ら災害の関連事業で、これは大変いい事業でございま

して、これでできる見通しが立っていると。 

 そして、24年度末の完成っていうお話伺いましたが、

これもう少し具体的なタイムスケジュール、わかれば

お知らせいただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  林道茅森線につい

てでございますが、年内にボーリング調査を２カ所を

予定していると。それから23年度繰越事業ということ

になりますが、災害関連緊急治山事業、国の補助事業

でございますが、これでもって24年５月か６月に工事

発注をしたいというように考えているということで、

県から伺っております。 

 その後、県の単独事業として、のり面の緑化工事を

行いたいというようなことで、林務部のほうから伺っ

ているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  それに当たりまして、これは

もう１年以上の通行どめになるわけですが、先ほども

市長の答弁に触れてましたが、迂回路に関してこれを

きちっと充実させなきゃなんないと思いますが、その

辺のお考えもちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  今、迂回路でもっ

て対応しているわけですけれども、これらについては

通常のパトロール等、強化しまして対応したいという

ことで、今やってるところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ありがとうございます。 

 パトロール等の対応と申しますが、改良等必要な場

所はないかどうか、恐らく繋の分を通られての迂回路、

また木沢畑の方々は川井のほうを回るのか、それとも

繋のほうを回るのか、その辺をちょっとお伺いしたい

と思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  迂回路としまして

は、繋のほうでもって住民の皆さんにはお知らせして

いるところでございます。 

 今、現在大きく改良が必要だということについては、

考えてないところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  18番下舘祥二君。 

○18番（下舘祥二君）  ありがとうございました。 

 それからもう一つ、６番目の国の雇用対策事業の活

用ってことで、緊急雇用で随分先ほど市長のご答弁で

すと、305名で７億円ぐらいの事業、雇用を実現して

いるということでございますが、ちょっと私これ提言

っていうか、要望をお話申し上げたいんですが、被災

に遭われた漁業者を対象として、がれきの撤去等が主

な仕事になってるでしょうけれども、これ漁業者対象

で海の漁場の調査っていうのを、これを漁民の方々に

やっていただいたらどうかなと、そういう提案を国の

ほうに、それこそ村上部長のほうからでもしていただ

けばと思いますが。つまり、当然漁場の調査っていう

のは今も進められておると思いますけれども、水産庁

及び関係機関によってやられていると思いますが、漁

業者の場合、研究機関のような科学的専門的な調査で

はなく、潮の流れや海の色とか、それが変わったとか、

またこれまでと違う生き物が見られるようになってる

よとか、そういうふうな海ととも長い間生活してきた

長年の経験を生かした、そういう先行の予備調査的な

形でかかわれる方法があるんじゃないかとこう思うわ

けでありますが、また研究者だと人海戦術、人数多く

たくさん要しての調査っていうのは、やっぱり漁民対

象でないとなかなか難しいと思いますので、そういっ

た調査とかいろいろ必要な部分があると思いますが、

こういうのを緊急雇用でということを要望させていた

だきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまの議員のご提

言、まことにありがとうございます。 

 水産業への緊急創出事業の活用策についてでありま

すけれども、今年度も漁業者から就業希望をとりまし

て、優先的に事業を創設したものでございます。その

事業費は１億5,000万余に上がり、雇用人数は50名を

超えているものでございます。 

 来年度におきましても、ただいまの議員のご提言を

含めまして、関係機関、団体等と協議、検討の上、検

討してまいりたいと考えております。 

 大変ありがとうございました。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は午後２時50分

といたします。 

    午後２時17分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後２時45分   再開   

○議長（八重櫻友夫君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 一般質問を継続します。 

 次に、政和会代表、小倉建一君。 

    〔政和会代表小倉建一君登壇〕 

○15番（小倉建一君）  政和会の小倉建一でございま

す。政和会を代表し、市政の諸課題について市長並び

に教育長に対し一般質問を行います。既に登壇された

質問者と重複する項目がございますが、割愛せずに通
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告に従って質問いたします。 

 まず初めに、新年度予算編成についてお伺いします。 

 この時期、既に市長が決定した平成24年度予算編成

方針に従い、編成作業にとりかかっているものと思わ

れますが、市長の公約実現、復興計画早期実施、実現

のため 少経費、 大効果を基本に知恵を出し合い、

予算案をつくり上げていただきたいと考えております。

そこで、予算編成方針、重点施策、予算規模について

お示し願います。 

 次の久慈市復興計画については、５点お伺いします。 

 １点目は、久慈市復興計画でも新たな視点による新

たなまちづくりを基本理念としておりますが、この新

しい視点による新たなまちづくりの具現化の方法、方

策について、具体例をもってお示し願いたいと思いま

す。 

 ２点目は、久慈市復興計画の実施見通しについてお

示し願います。 

 ３点目は、防災モデル地区構想についてお伺いしま

す。この防災モデル地区構想実現は、今後の久慈市の

発展、成長にかかわる 重要課題だと言っても過言で

はないと考えております。この構想について具体的に

お示し願います。 

 ４点目として、復興にかかわる企業誘致についてお

伺いします。まもなく国の復興特区が法制化されます。

この復興特区を活用し、水産加工、造船業等の企業誘

致を積極的に進めるべきだと思いますが、考え方につ

いてお伺いします。 

 ５点目として、久慈市復興計画でも重要な位置を占

めております再生可能エネルギーへの取り組みについ

てお伺いします。この取り組みについては積極的に、

しかも早期に取り組むべきだと思っております。既に

取り組んでいるのであれば、進捗状況についてお示し

願います。 

 質問項目の２番目として、市民バスについてお伺い

します。のるねっとＫＵＪＩ運行以来４年目に入って

おりますが、 近の全般的な運行状況と今後の課題に

ついてお示し願います。 

 次に、大規模園芸団地についてお伺いします。岩手

県への平成24年度重点事項要望において、大規模園芸

団地の配置に対する支援についての項目も上げており

ます。この大規模園芸団地構想について具体的にお示

し願いますとともに、この実現見通しについてもお示

し願います。 

 次の農業振興については、現在準備が進められてお

ります、宇部川地区圃場整備事業の進捗状況について

お伺いします。 

 質問項目６番目として、物産市場についてお伺いし

ます。第三セクターでもあり、市長が社長を務める久

慈市物産市場の経営状況についてお示し願います。 

 次に、平沢工業団地にかかわって２点お伺いします。 

 １点目は、競売により施設が市内食品製造販売会社

所有となり、再建が困難になったと思われます、いわ

て森のトレー生産協同組合からの債権の回収状況と回

収に向けた課題についてお示し願います。 

 ２点目は、平沢工業団地への企業の誘致活動にかか

わってお伺いします。食品製造工場が進出したことに

より、今後の誘致活動においては業種を考える必要が

あると思っております。この平沢工業団地の今後の進

むべき方向について具体的にお示し願います。 

 質問項目の８番目として、観光振興についてお伺い

します。 

 まず、観光振興策についてであります。市長は、観

光を総合産業と位置づけ重要政策にしておりますし、

国、県でも、震災復興後の観光客誘致運動にも力を入

れております。久慈市の具体的振興策についてお示し

願います。 

 ２点目として、国立公園を活用した誘客を進めるべ

きだと思っておりますが、この具体的誘致策があれば

お示し願います。 

 次の三陸沿岸道路の整備についても、２点お伺いし

ます。今後７年で全線開通を目指しております三陸沿

岸道路でありますが、この道路計画整備は、久慈市の

まちづくりに影響を与えることまことに大であります。 

 そこで、１点目は、久慈市内の八戸・久慈自動車道

及び三陸北縦貫道路の整備規格、規模及び整備見通し

についてお示し願います。 

 ２点目は、三陸北縦貫道路における久慈宇部間の

ルートやインターチェンジの位置は示されているのか

お伺いします。 

 質問項目10番は、国道281号の整備促進についてお

伺いします。 

 三陸沿岸道路の整備促進は先が見え、宮古盛岡間も

復興道路として整備されることになりましたが、久慈

地区にとっての重要路線である国道281号の整備促進



－43－ 

はなかなか見えてこない状況にあります。国道281号

の抜本的改良整備見通しについてお示し願います。 

 次の質問は、河川の整備促進についてであります。

３月の大津波、その後の台風時の増水と、今後も河川

災害が心配であります。災害対策としての久慈川、長

内川、夏井川の整備見通しについてお示し願います。 

 次の質問項目12、13、14番については、教育長から

お伺いします。まず、史跡調査及び管理については３

点お伺いします。 

 １点目は、当市の史跡調査及び史跡管理はどのよう

に行われているのかお示し願います。 

 ２点目として、市内に点在する史跡の説明板の設置

状況についてお示し願います。 

 ３点目は、市内の史跡・歴史マップをつくるべきだ

と思っておりますが、その考え方についてお伺いしま

す。 

 質問項目13番は、久慈城址の整備についてでありま

す。久慈城は、1592年、豊臣秀吉の諸城破却命令によ

り取り壊されて以来、一度も再建されることなく現在

に至っております。歴史かおるまちづくり、観光振興、

歴史教育等のため、そして大震災復興のシンボルとす

べく早急に整備すべきであります。整備のための 近

の取り組み状況と今後の課題についてお示し願います。 

 後に、新野球場建設についてお伺いします。５年

後に予定される岩手国体も、達増知事が開催を表明し

ておりますし、新市営野球場の整備に向けた取り組み

も鋭意進められていることと思います。現在の取り組

み状況、進捗状況についてお示し願います。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  政和会代表、小倉建一議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、新年度予算についてでありますが、さきの

清風会代表、畑中議員ほかにお答えいたしましたとお

り、厳しい財政環境を踏まえ、限られた財源の重点的

かつ効率的な活用に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、重点政策につきましては、久慈市復興計画に

基づいた諸施策を優先的に推進してまいりたいたいと

考えております。 

 次に、久慈市復興計画についてお答えをいたします。 

 まず、久慈市復興計画の基本理念である新たな視点

による新たなまちづくりの具現化についてであります

が、早期の復旧・復興を期するためには、従来の観念

にとらわれない自由な発想のもとに、生活の再建や水

産業の復興を目指すとともに、地域の活性化を促すた

めの交流人口の拡大に努めるほかに、さきに行われた

住民との意見交換会におきましては、防災拠点として

のモデルとなり得る防災機能を具備したまちづくりな

どの将来構想について説明したところであります。 

 また、久慈市の復興は、久慈市の復興にとどまらず、

復興を果たすことによって他の地域にも貢献し得ると

いう視点が大切であると、このように考えております。

例えばということで申し上げますけれども、再生可能

エネルギーの活用、あるいは供給拠点としての役割を

担ってまいりたい。そのためのまちづくりを目指して

まいりたいと、このように考えているところでありま

すし、食の安全・安心といった観点からも、他の地域

に貢献し得る、役割を果たし得ると考えておりますの

で、そういった例えば視点からのまちづくりを進めて

まいりたいと考えているところであります。 

 次に、久慈市復興計画の実現見通しについてであり

ますが、現在、久慈市復興計画の実施計画の素案を取

りまとめたところであり、この実施計画をもとに、内

閣府が取りまとめを行う予定である国の第三次補正予

算に係る復興交付金事業計画書の提出に向けて、今準

備を進めているところであります。 

 次に、防災モデル地区構想についてでありますが、

県から示された海岸堤防等の整備に係る考え方に基づ

き、防潮堤や河川堤防等の整備を進める一方、今回の

東日本大震災等の 大クラスの津波に対しては、避難

道路や避難所などのハード面の整備に加えまして、防

災教育等のソフト対策を組み合わせた減災を意識した

多重防御への取り組みを行うことにより、災害に強い

まちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 また、このほか後方支援拠点としての施設整備や防

災機能を併せ持った運動施設を防災運動公園として整

備してまいりたいと考え、その実現に向け検討してい

るところであります。 

 次に、復興特区制度を活用した企業誘致についてお

答えをいたします。 

 新聞報道等によれば、復興特別区域法案の内容とし

ては、震災で特定被災区域などに指定された市町村に
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おいて、規制緩和や財政、金融及び税制上の特例措置

を講ずることを可能とするものであり、企業誘致に関

しては、新規立地企業に対する５年間の法人税免除措

置、雇用している被災者に対する給与支給額の一部が

法人税の特別控除対象となる特別措置などが想定され

ております。 

 企業が新たな投資を行う場合には、原材料の調達及

び商圏への近接性等の地域性を重視しながら、誘致に

係る優遇措置を踏まえた総合的な判断を行うものと考

えておりますことから、引き続き当市の地域特性を発

揮し得る業種への積極的な誘致活動を展開しながら、

合わせて復興特区制度についても、当市進出のメリッ

トの一つとしてＰＲを行い、企業誘致に努めてまいり

たいと考えております。 

 次に、再生可能エネルギーを活用したまちづくりの

進捗状況についてお答えをいたします。 

 再生可能エネルギーの活用につきましては、さきの

創政会代表、藤島議員にお答えいたしましたとおり、

大規模太陽光発電や洋上風力発電の導入の可能性につ

いて検討を進めているところであります。 

 また、再生可能エネルギーを活用したまちづくりに

ついてでありますが、大学や民間事業者等との連携の

もとに、スマートコミュニティやスマートグリッドの

構築の可能性等について幅広く調査、研究を行ってい

るところであります。 

 次に、市民バスについてお答えをいたします。 

 市民バスの運行については、昨年10月までの利用実

績及び実証運行等を踏まえるとともに、利用者の減少

と運行経費の増嵩といった厳しい現実があったことか

ら、利用実態に即した運行形態や運行経路となるよう

に見直しを行い、現在、６方面７路線を運行いたして

おります。 

 その利用者数は、本年４月からの運行において、市

が想定した利用者数と比較をいたしますと、１割程度

少ない状況となっておりますが、その減少の要因は、

利用者の高齢化によるものや東日本大震災の影響等で

あるととらえております。 

 今後は、現在実施しております市民バスの乗降調査

の結果や、地域で開催する意見交換会などを通じて、

利用者のニーズを把握しながら、利用促進を図ってま

いりたいと考えております。 

 次に、大規模園芸団地についてお答えをいたします。 

 大規模園芸団地では、耕畜連携により有機堆肥を投

入した土づくりを行い、夏冷涼、冬温暖な気象条件を

活用し、高収益が見込まれる安全・安心な園芸作物の

生産振興を目指すものであります。加えて、団地には

トレーニングファーム機能、これを兼ね備え、担い手

の育成、確保を図ってまいりたいと考え、その整備を

県へ要望しているところであります。県からは、園芸

品目の団地化など効率的な園芸振興を図ることが必要

であるとの回答を得ているところであります。 

 市といたしましても、農業振興の推進とともに、住

みよい地域づくりを進めるため、関係機関、団体等と

連携して、その実現に向けて取り組んでまいりたいと

考えております。 

 次に、農業振興についてお答えをいたします。 

 宇部川地区圃場整備事業の進捗状況についてであり

ますが、今年度、国庫補助事業を導入した県営調査計

画事業の進捗率は、11月末で予定どおりの40％である

と、県北広域振興局農政部農村整備室から伺っている

ところであります。 

 また、地元推進協議会による先進地研修等も行われ

ており、市といたしましても県並びに野田村との連携

を図りながら、地元の意向の把握に努めるとともに、

引き続き農用地集団化事業により営農構想策定に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、久慈物産市場の経営状況についてお答えをい

たします。 

 久慈物産市場の平成22年度における青果物の取り扱

い状況は、春先の低温、夏場の猛暑等による天候の影

響等によりまして、数量では前年比16.2％の減、金額

では前年比2.7％の減で、前年を下回る状況となって

おりますが、全体収支につきましては、売上高が前年

度と比較して1.7％の増となっており、経費部分であ

る販売費及び一般管理費が3.9％の減となったことな

どから、約1,368万円の純利益となったところであり、

前年度と比較して約2,310万円の増益であったと株式

会社久慈物産市場より伺っているところであります。 

 次に、平沢工業団地についてお答えをいたします。 

 まず、いわて森のトレー生産協同組合からの債権回

収の状況等につきましては、組合との直接交渉による

補助金の返還請求を行うとともに、岩手県及び弁護士

と意見交換を継続して実施しているところであります。 

 今後は、組合から現時点での資産や債権、債務の状
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況を整理した会計書類等の提出を求め、その上で、岩

手県及び弁護士との協議を踏まえながら、債権を法的

に回収できるかどうか見極めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、久慈地区拠点工業団地の今後の進むべき方向

についてお答えをいたします。 

 久慈地区拠点工業団地は、集中的に工業集積を図る

拠点として整備されたものであります。しかし、これ

までに１社が立地したものの、操業企業がない状況が

久しい状況でありました。今年度において、室電子工

業株式会社の当該工業団地への移転が決定いたしまし

たほか、操業を休止していた工場を取得し、生産活動

を計画している事業者も現れるなど、雇用機会の創出

に大きな期待を寄せているところであります。 

 お尋ねの進むべき方向でありますが、当市としては、

企業のさらなる集積を進めることが重要であると考え

ておりますことから、今後も土地所有者である岩手県

土地開発公社及び岩手県との緊密な連携のもとに、地

域特性を生かし得る業種に積極的にアプローチを行い、

当団地への誘致につなげてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、観光振興についてお答えをいたします。 

 まず、具体的な観光の振興策についてでありますが、

これまで観光は農林水産業や商工業等を集約した総合

産業であるとの認識に立ちながら、交流人口の拡大を

図ってきたところであります。その具体的な取り組み

についてでありますが、当市の山、里、海のすぐれた

観光資源の情報を発信するほか、久慈秋まつりや北三

陸くじ冬の市など各種イベントの充実に努め、観光客

の誘客を図ってきたところであります。 

 特にも、ことしは震災の影響で観光客数が激減して

おりますことから、緊急雇用創出事業を活用した地域

ＰＲキャラバン設置事業によりまして、復興応援うた

ごえ列車などのイベント開催や市外におけるＰＲ活動

を行い、被災地である久慈市の正確な情報発信に努め

ているところであります。 

 今後におきましても、あらゆる機会をとらえ、風評

被害等に対処すべく正確な情報を発信してまいりたい

と考えております。 

 次に、国立公園を活用した誘客策についてでありま

すが、環境省では、青森県の種差海岸から宮城県の松

島までの沿岸部の自然公園を三陸復興国立公園として

再編することといたしております。 

 具体的な取り組みとして、長距離自然歩道の新設や、

被災を記録、伝承するための学びの場の設定などが上

げれております。また、新たな公園づくりのポイント

としては、農林漁業との連携と地域との協働や、世界

ジオパーク構想との連携などが上げらます。 

 公園整備に関する具体的な情報は、現在のところ明

らかにはなっていないところでありますけれども、今

後とも情報収集に努めてますとともに、私どもも国、

県等に対し、提言を行いながら久慈地域の復興のシン

ボルとなる公園施設が整備されるよう働きかけてまい

りたいと考えております。 

 次に、三陸沿岸道路の整備についてお答えをいたし

ます。 

 まず、久慈市内の八戸・久慈自動車道及び三陸北縦

貫道路の整備規格とその規模についてでありますが、

三陸国道事務所によりますと、道路種別、等級は第１

種第３級、設計速度は時速80キロメートル、車線数は

片側１車線の合計２車線と伺っているところでありま

す。 

 また、整備見通しについて国土交通省では、これら

の道路を含む復興道路について、今後10年以内に全線

を整備する方針を打ち出し、さらには国土交通大臣が

７年程度へとその整備方針の前倒しの意向を表明した

ところであります。 

 市といたしましても、これまで三陸沿岸地域の道路

整備が立ち遅れてきた現状を踏まえ、引き続き早期完

成について強く要望してまいりたいと考えております。 

 次に、三陸北縦貫道路における久慈宇部間のルート

及びインターチェンジの位置についてでありますが、

本年８月下旬に500メートル幅での計画路線とおおむ

ねの出入り口の位置が公表されたところであります。 

 なお、この出入り口について、久慈市内では長内町

と宇部町の２カ所が示されているところであります。 

 次に、国道281号の整備促進についてお答えをいた

します。 

 市といたしましては、これまで地域高規格道路とし

ての整備拡充のほか、平庭トンネルの整備をはじめ、

当該路線の抜本的改良整備について、国、県に要望を

してきたところであります。 

 また、さきの東日本大震災においては、当該路線は

内陸部からの救援ルートとして有効に機能したところ



－46－ 

であり、市といたしまして、改めてその重要性と必要

性を明確にしたところであります。 

 県北広域振興局土木部からは、復興道路を補完し、

ネットワークを構築する道路整備も重要と考えており、

当該路線についても、必要性や緊急性を踏まえながら

対応していきたいと伺ったところであります。 

 今後におきましても、国道281号整備促進期成同盟

会等を通じて、関係市町村とも連携し、一層の整備促

進が図られるよう強く要望してまいりたいと考えてお

ります。 

 後に、河川の整備促進についてお答えをいたしま

す。 

 災害対策としての久慈川、長内川及び夏井川の整備

見通しについてでありますが、市といたしまして、こ

れまでも重点事項として河川管理者であります岩手県

に対し、要望してきたところであります。 

 河川背後地は、恒常的に豪雨時の危険にさらされて

いるとともに、先般の大津波でも河川遡上による堤防

越水の被害が生じたことからも、改めて河川整備によ

る災害対策が重要であると認識しているところであり

ます。 

 県北広域振興局土木部によりますと、これらの河川

について、津波の遡上範囲等を検証の上、今後、堤防

のかさ上げ等について検討してまいりたいと伺ってい

るところであります。 

 市といたしましても、県が管理する河川の整備につ

いて、引き続き強く要望してまいりたいと考えており

ます。 

 以上、政和会代表、小倉建一議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  政和会代表、小倉建一議員

のご質問にお答えをいたします。 初に、史跡調査及

び史跡管理についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、史跡調査及び管理をどのように行っているか

についてでありますが、現在、市内には610カ所の遺

跡、193基の石碑の所在が分布調査を実施した結果、

確認されており、その結果を記録した台帳や調査報告

書により管理しております。 

 また、特に貴重な史跡につきましては、指定して保

護しており現在、久慈城跡、戸呂町の庚申塔など19カ

所が指定史跡となっております。 

 次に、史跡の説明板の設置状況についてであります

が、19カ所の指定史跡につきましては、すべて説明板

ないし標柱を設置しており、その他の遺跡等につきま

しても、遺物が多く発見されるなど重要と判断される

遺跡15カ所に標柱や説明板を設置しております。 

 次に、史跡・歴史マップの作成につきましては、今

年度事業として指定文化財マップを作成しており、そ

の中に、指定文化財以外の歴史にかかわる物件も掲載

してまいりたいと考えております。 

 次に、久慈城址の整備についてお答えをいたします。 

 久慈城址は、これまで地権者等の協力を得ながら刈

り払いを実施し、見学できるよう環境整備を図ってき

たところであります。刈り払いは、昨年度及び今年度

も実施したところであり、今後も継続する計画であり

ます。 

 今後の課題といたしましては、史跡の用地取得につ

きましては困難な状況でありますが、引き続き見学で

きるよう史跡の環境整備を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 後に、新野球場建設についてお答をいたします。 

 新野球場建設につきましては、さきの創政会代表、

藤島議員にお答えいたしましたとおり、防災機能を備

えた野球場としての計画策定を進めているところであ

ります。 

 以上で、政和会代表、小倉建一議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。 

 15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  それでは、再質問いたします。 

 まず、この復興計画にかかわる新たな視点、新たな

まちづくりということですが、いろいろメニューはあ

るわけですが、この方法、例えば、どういう方法で推

進していくかという方法で、例えば、私は民間主導に

期待する部分も当然ありますが、なかなか久慈は起業

家が出にくい土地柄かなというふうに見ております。 

 そこで、新たな視点として、市がその船頭役になれ

ないものかなというふうな考えを持っております。例

えばいろいろ事業、例えば６次産業のモデル事業を市

の直営、あるいは第三セクターをつくり、業を起こし

て数年で民営化するというような方法、方策というの
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も考えられないかなというふうに思っておりますが、

この可能性等について市長の考えをお伺いしたいと思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  あらゆる可能性は排除すべき

ではないと、このようには思っておりますが、今ご提

言のありました直営、あるいは第三セクターの新たな

設立といったことについては、具体的な検討には至っ

ていない状況でございます。 

 いずれ、私どもはこれまでも、今お話のあった起業

家支援という形で、さまざまな策を講じてきているつ

もりではあります。業を起こすという意味での起業家

支援でありますけれども、そのための例えばふるさと

創造基金をつくっているだとか、あるいは産学官連携、

これを従来以上に濃密に展開をしている、未利用資源

の利活用等々を含めて、こういった起業家支援を行っ

ているところであります。一定の効果等も現れてきて

おりますので、現時点では、さらにそういったところ

を強めていく。このことによって、やはり民間の活力

を引き出す、このことが行政の本来的な役割ではない

のかなとこう思っているところでありますので、ご理

解いただきますようによろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  今の私の提案の直営、第三セ

クターっていうのは、ちょっとまだっていうことなわ

けですが、新たな視点ということになれば、非常に他

の模範になる可能性もありますので、例えば市長は食

料基地ということを盛んに言って、久慈がそうなれば

いいわけですが、その食料基地になるためのそういう

第三セクター等を使って、その後に民間に移行すると

いうような方法。そのほかにも、例えば久慈は水がう

まいと言われております。この飲料水の販売、あるい

はさらにこの後も質問をしますが、河川の砂利がたま

っておりますので、これを過去には採石場を直営した

こともありますから、この砂利を取り除くような直営

の事業、あるいは第三セクターをつくりながら、この

たまった砂利を取り除くという一石二鳥も考えられま

すので、その辺をどうぞ今後、市の中でも検討事項に

入れてもらえるかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  貴重なご提言と受け止めて、

内部で検討すべきは検討したいと考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  次に、再生可能エネルギーの

活用したまちづくりでありますが、このところ太陽光、

あるいは風力が中心になっているわけですが、そのほ

かにも小水力発電とかいろいろあるわけですが、その

ほかにも全体的な、例えば葛巻では、かなりのこうい

うエネルギーの町として注目されておりますが、それ

に負けないような資源は久慈市にあると思っておりま

すので、そういう取り組みを今後できないものかどう

かと思っております。 

 その辺のこの再生可能エネルギーを活用したまちづ

くりを、市を挙げて構想を練って、市民に示して、み

んなで市を挙げてやっていこうというような考えを持

っていないのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  再生可能エネルギー、議員ご

指摘のとおりさまざまな分野に展開可能であると、こ

のように考えております。 

 そうした中で、市民生活への活用ということが、や

はり重要な視点であろうとは思っておりますが、実は

先進地と言われております葛巻においても、地元町民

の方々が使えるという状況にはまだなっていないわけ

であります。主に、売電ということであるわけであり

ます。したがって、３月11日の震災に伴っての停電地

においては、あの風車等によって発電された電力その

ものを直接、町民が使うことはできなかった。そうい

った反省に葛巻も立っておられると聞いております。 

 したがって、そういった再生可能エネルギー、いろ

いろなエネルギーが存在するわけでありますので、そ

れを売電する部分と、久慈市であれば市民が活用でき

るようなシステムを構築しなければならない。そのた

めには、各研究分野においてさまざまその研究がなさ

れているわけであります。それを称してスマートグリ

ットと称してみたり、あるいはスマートシティ構想で

あるとか、さまざまな呼び名でその研究が進められて

いるわけでありますが、当市もそういったスマートグ

リットについて、今研究を進めていると、先ほどご答

弁を申し上げたところであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  そういういろいろ検討をして

いるということですが、国でもこの政策には力を入れ

るわけですし、今後、競争になって、市町村がこの事
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業を取り入れてくるかなと思っております。できるだ

け早く動いたほうが、久慈市にとってはいいのかなと

思っておりますし、その辺を確認したいと思います。

その辺の研究の成果が出ればすぐ取りかかるというよ

うな考えを持っているのかどうか、お伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  その成果が出て、

すぐ活用するのかということでございますが、当然、

今、市長からもご答弁申し上げましたとおり、全体の

計画というものを今、どのようにしたら災害時にうま

くその電力を融通できるのかといったあたりを検討を

しているところでございます。 

 当然、それができた暁には、導入できる部分からま

ず導入したいというふうには考えてございますが、い

ろんな課題がございますので、そこは関係機関とよく

協議をしながら、可能性のあるものについては、一日

も早く取り組んでいきたいというふうに考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  今の再生可能エネルギーの関

係で、研究しているという話ですが、どういうエネル

ギーの発生源を考えているのか。水力発電、あるいは

いろいろあるわけですが、その辺の内容を今示せたら

お願いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  さまざまな電源について研究

をしております。ただ、これらのことを実現していく

ためには、実は事業者の参入といったものがコアに据

えられなければならないわけでありまして、今の段階

で、そのことを詳細に申し上げることは控えなければ

ならない、そういった状況であります。 

 ただしかし、言われるところの風力を用いたもの

等々について研究を進めていくということもやってお

りますし、あるいはこれは研究理念の一つとしてＥＶ

船、要するに何と言いましょう、電気自動車の船版の

活用なども提言等いただいているわけであります。そ

ういったことも視野に入れながら、その課題を一つ一

つ今、クリアしながら前に進もうと、こういった段階

でございます。 

 ここまで詳細に申し上げたいものは持っているんで

ありますけれども、事情をご賢察いただきたいと思っ

ております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  いわて森のトレーの関係です

が、いろいろ組合とも会っているし、会計書を借りる

というようなことなわけですが、そのトレー生産協同

組合ではどのような考えを持っているのか、資料は回

収なわけですが、返済っていいますか、金を市のほう

にという考えの中で、組合はどのような考えを持って

いるのかお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  トレーの生産組合にかかわ

ってでありますけども、これまでも私も数回お会いを

して、そして補助金の返還について強く申し入れをし

てきたところであります。組合とすれば、いずれ責任

は感じているというふうなことは言われております。

ただ、資産状況等については、なかなかに厳しいとい

うことも一方では組合のほうで言っていますので、今

後とも引き続き、法的な部分については法的に、組合

との直接の交渉については交渉ということで、これか

らも強く申し入れはしていきたいというふうに思って

いるところであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私は、15億円ぐらいでしたか、

というよりも、まずは市で立てかえた分、あるいは裁

判費用分ぐらいについてもとりあえずは返還で、その

後長期的なということも考えておりますが、その辺は

どうでしょう。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  ７対１のかかわりの中で市

の補助金にかかわっては5,000数百万円の市で負担し

ている部分がありますけれども、そういう考え方も、

私ども実は持っておりますけれども、ただ対県ってい

うことになりますと、やはり市の分を回収をして、じ

ゃ県のをどうするのっていうふうな、そういうふうな

ことにもなるわけでございますので、その点について

は、内部的には慎重に検討はしますけれども、対外的

にはなかなかに声を大にしては言えないのかなという

ふうな部分もあろうかと思いますので、その辺はご理

解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  その建物を売却した、競売に

よって他に移ったということによって、この組合の事
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務所というか本拠地はどうなっているのかっていうの

を確認したいんですが、お願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  議員お話のとおり、工

場の資産は競売に付されて、そして所有権が移転にな

っていることも、私どもは確認してございます。それ

で、今お尋ねの事務所がどうなっているかということ

につきましては、岡野、組合の専務さんが勤めている

会社が、その代替をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  確認しますが、代替というこ

とは、登記上も変わっていないということになります

か、確認します。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  いわて森のトレー生産

協同組合は、組合としてまだ存続しておりますので、

登記上は変わっていないと、そのように承知している

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  その辺はどうもうまくいって

ないようですが、どのように指導していくかお伺いし

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  市の指導、また債権回

収でございますけども、先ほど市長が答弁申し上げま

したとおり、競売に付されたことで大きく展開してい

る部分がございますので、現時点での組合の資産、そ

して債権債務の状況、そして今、議員が言われた事務

所のこと、あともろもろのことについて整理したもの

を文書で提出いただき、そして私どもとしては、副市

長がおっしゃいましたが、県、そして弁護士と相談し

て、今後の対応を見極めてまいりたい、そのように考

えているものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  市の考えは大体わかりました

が、組合としては 悪っていうか、 後になれば破産

手続きも可能なわけですが、その辺の向きは特にない

のかどうか、お伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  この組合そのものは中

小企業の組合法、今一般的な会社法が適応されますの

で、その法律によって今後検討してまいる責任はある

ものでございますので、よくよくその辺も弁護士と相

談の、今も相談しておりますが、きちんとした公的な

ものをいただいて組合を指導してまいりたい、そのよ

うに考えているものでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  次に、観光振興について再質

問をしますが、具体的にはいろいろ交流人口の拡大等

で頑張っているということですし、ＰＲ隊を、キャラ

バン隊をつくって情報発信しているということですが、

私はこの観光の材料、資源をいっぱいつくるべきだと

思っております、もっと。そういう意味で、振興策を

お伺いしたいわけですが、市長は、先ほども下川原議

員からもいろいろ話がありましたが、この久慈・二

戸・八戸の三圏域の懇談会で、義経北方伝説を活用し

た物語性のある旅行企画を売りだそうと提案したとい

うことですが、私も非常にいいことだと思っておりま

す。すぐ取り組むべきだと思っておりますが、取り組

むための見通し、取り組んだときにもう早速売り込め

るかどうかとか、その際の課題等があればお示し願い

たいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  いわてデスティネーション

キャンペーンに向けて、義経の北方伝説をやっぱり売

り出していこうというふうなことでありますし、現在、

教育委員会と連携をしながら、その資料のどういう資

料があるのか、それからストーリー的にどういうス

トーリーになっているのかということについては、今

早急にまとめ上げながら、これはやはり市の観光物産

協会等々を通じながら、ＪＲ等にも情報は提供して、

ただちに、来年の４月からこのデスティネーションキ

ャンペーンがスタートするわけですから、それに向け

て、早急にはそういうふうな情報の発信はしていきた

いというふうに思っているところであります。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  私の薄い知識からいきますと

あれですが、源道そしてまた諏訪神社が、義経が通っ

たんでないかという場所なわけですが、今のままだと、

どうも観光客を受け入れる状況かなっていう心配があ
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りますので、この辺をどう考えているかどうかお伺い

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  諏訪神社も歴史的に言い伝

えがございますし、あそこには義経の一行を追って弓

を放った。その弓があるっていうふうなことも言われ

てますが、いずれおっしゃるとおり、そういう点につ

いては、やはり源道等についても、そういうふうな例

えば具体的に取り組んでいくとすれば、やっぱり標示

板等も掲示しながら対応をしていくっていうふうなこ

とになろうかと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  何とか物語性ですから、夢の

あるような観光地にするようにお願いしたいわけです

が、そこで遠野、宮古等との連携はどのようにしてい

くのかお伺いしたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  宮古も平泉からのかかわり

の中では、義経の北方伝説の中にやっぱり含まれてい

るわけでありますし、沿岸市町村すべてがそういうふ

うな伝説があるわけですので、これはいろいろな機会

を経ながら、こっちのほうからいろいろ申し入れはし

ていきたいというふうに思ってますし、この前の三圏

域連携会議の中では、八戸市長ももう既にこれは事実

だというふうなことも言っているようでありますので、

その辺も連携をしながら進めていきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  八戸市長の発言も非常に心強

いところがありまして、積極的に進めていただきたい

わけですが、久慈にはさらにいろいろな伝承なり事実、

史実があるわけでして、例えば久慈城址のこと、三船

十段のこととか、市長もこの歴史文化を観光にという

ことですので、何とか文献等を調査しながら、観光資

源にしてほしいわけですが、あと私が聞いているので

は、南部藩にかかわるわけですが、第98代の天皇は長

慶天皇と言いますが、この人を研究している人が三戸

におりまして、その三戸の人の書類によりますと、こ

の人は南北朝時代の南朝の天皇なわけですが、吉野、

伊勢のほうから、足利幕府から逃れるようにこっちに

船で来て、久慈に上陸して、軽米の観音林を通って、

三戸の名久井岳に仮の住まいを持っていたというよう

な話がありまして、これもまた物語性があるなという

ことで、県内にも遠野なり石鳥谷、あるいは天台寺に

も関係の話が出てきます。ひとつこの辺もありますし、

ぜひ市民の話等も吸い上げながら、あるいは市の職員

の知恵を出してもらいながら、物語性のある観光資源

をつくっていくべきだと思っておりますが、考え方を

お伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  おっしゃるとおり、久慈市

にはいろいろな観光資源があるというふうに承知して

おります。ただ、その観光資源に対してどういうふう

に磨きをかけて、そしてそれを発信をしていくかとい

うことも一方で大事になってくるわけです。 

 今、小倉議員おっしゃいましたことについては、残

念ながら私、承知しておりませんでしたので、後で資

料等を提供いただければ、それに基づいたいろいろ、

私ども内部的には検討をして、できるんであれば発信、

それから市民に対しても、そういうふうなことは周知

していけばいいのかなというふうに今思ったところで

ありますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  道路の関係ですが、三陸北縦

貫道路のインターチェンジの関係で、長内町と宇部と

いうような話が先ほども出ておりますが、ぜひ野球場、

そして防災公園とあわせた運動場ということでの考え

からいきますと、ぜひその近くにインターチェンジが

あって、まちづくりを進めるべきだと思っております

が、500メートル範囲でのルートというようなことで

すが、久慈のまちづくりに合った、あるいは防災公園

をつくる場所に合ったようなインターチェンジ、ルー

トをぜひ国交省に提案していくべきだと思いますが、

考え方をお伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  三陸北縦貫道路にかかわっ

て、インターチェンジ、これについては市長からご答

弁申し上げたとおり、久慈２カ所ということでありま

す。今、ご提言の防災公園といいますか、そういった

計画される位置にというふうなお話もございました。

いずれ、今500メートルの範囲の中である程度示され

ておりますが、今後、住民に対する説明会、こういっ

たものをしながら、来年１月以降になりますけれども、
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そういったルートの選定等々が入ってまいります。そ

ういった中では、今年度内にはそういったルート等が

明確になってくるんではないかというふうに思ってお

りますが、ただいずれインターチェンジの設置する場

所、こういった場所については、もう少し先になるの

ではないかというふうな国道事務所のほうでお話を聞

いておりますので、久慈市の今後の開発、そういった

ものを踏まえながら、いろいろ位置について設置の要

望をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  何とか久慈の今回ピンチをチ

ャンスにというまちづくりなわけですから、ぜひ市の

考えを押し通すような国交省への攻め方をお願いした

いと思います。 

 国道281号についてもあわせて整備が必要なわけで

すが、私、前は90分構想というのがありましたが、先

ほども、答弁でも出たように、平庭トンネルなりいろ

いろ道路を拡充しながら、できれば、とりあえずは20

分でも30分でも短縮するような、市長がこの前、道路

整備の大会でも140分、何分でしたかね、かかるとい

うような、図面を見ながら、イラストを見ながら話し

てましたが、私、あれを見てみましたら、二戸を経由

して盛岡に行くよりも時間がかかるような記載になっ

てるんですよね。その辺もありますが、いずれ時間が

かかるということで、20分でも30分でも短縮するため

に、どことどこを整備するかというのをいろいろ県に

は要望していると思いますが、二、三、優先度の改良

の場所等を教えていただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  281号についてでありますが、

私どもは も優先度を高く求めているのは、平庭峠部

分において、これをトンネル化してほしいということ

であります。 

 それから、合併に伴って山形、川井地区から戸呂町

口までの間、この通行量が増していると私ども認識し

ておりまして、この区間の抜本改良、このせめて二つ

を促進をしていただきたいと考えております。そのこ

とによって当然、新久慈市としての一体感の醸成につ

ながるわけでありますし、同時に葛巻地区の方々が、

県立久慈病院、あるいはショッピングモール、こうい

ったところへ随分と来られるようになってきているわ

けでありまして、こういった方々の利便性の向上、こ

ういった視点からも、この二つの区間については、早

急に整備を進めていただきたいと願っております。 

 またさらに、葛巻町地内等々の歩道の整備、あるい

はバイパスの整備、これらについても非常に重要なポ

イントであろうと思っております。また、岩手町地内

における峠部分について、これもまだまだ改良の余地

が残されているわけでありますし、同時に、歩道が余

り多い路線ではございませんので、地域住民の方々の

安全、スムーズな交通ということを考えれば、そうい

った歩道の整備もあわせてお願いしてまいらなければ

ならない課題であろうと、このように思っております。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  久慈城址の整備についてお伺

いしますが、まず土地取得が困難ということなわけで

すが、 近この所有者等と接触したかどうか。接触し

たのであれば、その時期、話し合いの内容についてお

伺いしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  久慈城址の地権者との折

衝ということでございますが、これにつきましては、

平成３年に折衝して以来、その後も何回か折衝したわ

けですが、ご案内のとおり筆界未定地があるというこ

ともございますし、単価の面で折り合わないという点

がございまして、土地の売買には至っていないという

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  15番小倉建一君。 

○15番（小倉建一君）  近、今年度あたりは会って

ないかなという気がしますが、ぜひ何回でも会って、

心を通わせれば何とかなるんではないかという気もし

ますので、努力を重ねてもらいたいと思っております

が、単価で合わないというようなことであれば、何回

でも会ってお互いに歩み寄っていく方法もあるかと思

いますが、ぜひその辺、今年度内に会いますとかその

辺を答弁願いたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  会って、交渉に努力はし

てまいりますが、何しろ価格面ということもございま

すが、やはり筆界未定ということが、非常に大きなネ

ックになっているということでございますが、努力し

てみたいと思います。 
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○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  小倉議員の質問に関連して、

何点かお伺いいたします。 

 第１点は、新たなまちづくりの視点という質問に対

して、他の地域に貢献し得るまちづくりをしていくん

だということをたびたび市長がこれまでお話をされて

おりまして、大変素晴らしいことだなというふうに大

きな感動をいたしておるところでございます。 

 それに関連するわけでございますが、国のほうでは、

東日本大震災復興構想会議の答申というものが、６月

25日に出されたものを見ますと、「水産特区構想では、

地元漁業者が主体的に民間企業とさまざまな形で連携

できるよう仲介、マッチングを国と地方公共団体が連

携して進める。」こういう項目がうたわれております。 

 これを今度、政府の東日本大震災復興構想会議の第

一次提言の中には、水産業復興特区の創設が盛り込ま

れた。こういうことになっております。これはどうい

うことかと申し上げれば、法律に基づいて、今までの

漁業者が長年漁業権に基づいて営業してきたところに、

ある一定の条件を満たすことにおいて参入をしやすく

していくんだという考え方なようでございます。 

 これが、そのまま導入されていくということになっ

たとすれば、まさしく久慈は他の地域の皆さん方には

大変申しわけないんですが、幸いにして災害の規模は、

久慈市だけでは大変な災害なわけでございますが、他

の地域と比較してみれば、比較的助かったなという状

況なわけです。ここに、新しく生産加工なりそういっ

たものの整備をしていくならば、今まさに、今まで日

本の海産物の食料の供給基地であったところに取って

かわれる体制ができ上がる。そのためには、今のこの

私が申し上げたような形が、非常に大きなネックにな

ってくる。 

 そういう意味から申し上げれば、久慈市は独自に水

産加工なり何なりの技術を持っておるところを誘致し

て、工場新設等に踏み出していけるいい機会にも見え

てくるわけでございますが、そういった点についての

考え方は、どのようにこれまで議論の中にあったかお

尋ねいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  復興特区につきまし

ては、ただいま法案審議中というふうに私承知してお

りますが、この中には、議員おっしゃったような内容

も含まれているところもあります。例えば、これにつ

いては宮城県知事が提案したところもあるかなという

ふうには承知しております。いずれにいたしましても、

私どもとすれば、この地域にとって、どのようなのが

特区として対応したほうがいいのかということでいろ

いろ考えてまいりたいと思います。 

 例えば、岩手県は今、10の特区の構想を国のほうに

提案しております。これらのところもベースにしなが

ら、これから検討してまいりたいと、こういうふうに

考えているところです。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  大変ありがとうございます。 

 ただいま質問を私申し上げた部分は、前向きないい

部分においての 大の効果を申し上げた。しかし、逆

に見ればまた別な部分もございますので、その点につ

いても一言申し上げたいと思います。 

 水産復興特区が導入された場合になってくると、一

部の一定の条件を持った漁業者が直接免許を受けた場

合、今までは漁協等が一つの漁場を管理する主体であ

ったところに、新たなる主体が登場してくるというこ

とは、操業上の紛争は必至となり、避けられないとい

う予測が出ております。既に、今のこの水産復興特区

の関係でもめてるわけではないにしても、もめてるこ

とは事実なわけです。そこに新たな権限を持った者が

参入してくると、従来の水産業者の皆様方とのあつれ

きが生じるおそれがあるということも、他方において

は久慈市の漁業者を守る上においては、それ相当の認

識を持っていただいて取り組んでいただかなければな

らないということを申し上げておきます。これは、後

で認識をお知らせいただきたいと思います。 

 それから、水産加工品でも農産品でも同じなわけで

すが、私が申し上げるまでもなく、需要と供給の関係

なくして生産があり得ないわけですから、今までの状

況の中で、売れることを前提にＰＲして、いい面を強

調していただいてやるわけですけれども、逆な面から

見れば、売れるのを阻害する原因も私はあると思うん

ですね。それは、どのような形で今の現状でとらえて

いるかお尋ねいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  漁業の関わりの復興特区の

問題でありますけれども、これは宮城県知事が国の会
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議の中で提案をして、そこからこの問題が浮上してき

たわけでありますが、ただその過程の中でもいろいろ、

砂川議員おっしゃったとおりのいろいろな問題があり

ます。例えば大手の企業が参入をして、そこに例えば

漁業者の方々が雇用をされて、そこで賃金を得て、生

活を営んでいくということもありますけれども、一方

では、そこの企業の経済状況が厳しくなれば、そこの

ところで切られる可能性もあるというふうなこと等で、

宮城県内の各漁民の方々は今、賛否両論になっている

わけでありますので、久慈市ではまだそこまでいわゆ

る漁協をはじめ漁業の方々とは、具体的には検討はし

てない状況にはありますけれども、いずれその特区に

ついては、メリット・デメリット等については、十分

に研究をしていきたいというふうに思いますので、そ

れはご理解いただきたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  今お答えをいただいたとおり、

宮城県の被災者の皆様方には、私ごときが言うには失

礼なんですけど、気の毒な対応をされているように見

えるんです。幸い我が岩手県におきましては、恵まれ

ているのではないかなと。 

 というのは、岩手県知事は、「世界」という2011年

９月号のインタビューの記事で、「答えは現場にあ

る」大変素晴らしいことを言っております。「私は、

岩手では漁協単価などで、主体的な工夫を重ねて、零

細であっても付加価値の高い漁業を目指していけばい

いのではないか」と大変ありがたいことをおっしゃっ

ていただいているわけです。 

 したがいまして、現場の答えというものを取りまと

めて、早急に要望を強めていただきたい。その基本と

なるべきものは、私は放射能だと思うんです。六ヶ所

村では、平成18年の９月に、アクティブ試験と称して

放射能垂れ流しを堂々と公に認められた。それで、今

回福島の原発で放射能が世界に拡散した。その中で、

寒流と暖流がぶつかり合う世界有数の漁場が、放射能

汚染にまみれる状況が出てきた。これをどこに補償を

求めていくかという段階になってくると、日々のデー

タが私は将来的に必要になってくる。したがいまして、

今の段階で久慈海域にかかわる漁業者の皆さん方の協

力を得て、この綿密な海水の調査を常に、ずっと継続

していくべきだというふうに思いますので、この点に

ついて参考にして検討いただけるかどうかお伺いしま

す。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  議員からの漁場の調査

等を継続してやるべきだというご意見をいただきまし

た。まさに海底調査、あるいは資源の管理状況をとら

えるためには、海を常に監視して、そして調査すべき

と、そのように私もとらえております。そして、この

震災後、海底調査等を進めて、あと大学にもお願いし

て、来年度は本格的に専門の方が調査していただける

と、そのようになってございます。 

 議員の言われた意見を取り入れて、そのように進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  それでは、次に、歴史マップ

の関係と久慈城について質問をさせていただきます。 

 先ほどの農林水産に関しては、大変前向きな姿勢の

言葉をいただいて、ありがとうございました。この歴

史の関係については現在、政和会で歴史を把握する独

自の調査の一環でやっていることから感じたことを申

し上げれば、よその地域を歩いたときに、久慈市にい

ろんな史跡、そういう文化価値のあるものがあると思

うんですけども、残念ながら、これが庶民に知れる、

目に触れるという状況はなかなか、専門的な人が難し

い石碑なんかを見て、それから判断して調べてわかる

程度と言えば語弊があるんですけど、そんな状況に思

う。 

 したがって、これをやはり歴史マップをつくったり、

説明板を重要なところに、だれでも新聞読める程度の

人だったらわかるようなものを設置していただくのが、

何よりも緊急だなというふうなのを感じておるところ

でございます。 

 したがいまして、人間は物事をたどるという習性が

あるそうです。例えば、並木道であろうが、藤島、人

生の先輩の方がおっしゃるフラワーロードでも、何か

をたどるものをつくれば、必ずそれをたどる。たどる

過程がすばらしければすばらしいほど、たどっていっ

た先がそれ以上のすばらしいものがないと人間は感動

をしない。逆効果になってくるとも言われております。 

 そういった意味からすれば、私は市内に点在するこ

の史跡、こういうものをきっちりと小さいものから重

要なものまで、説明板をきちっとして、その周辺を地
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域の皆様の協力を得て整備をする形を整えていくこと

は重要だと思う。いろんな義経北方伝説、あるいはフ

ラワーロードなんかの並木道、そういうものを整備し

たものをたどってきたときに、何だ久慈へ来たら何も

ないじゃないかというようなことになったとするなら

ば、私は非常に残念に思えてならん。 

 そういった意味で、久慈にたどってきたときに、何

を皆さんに感動を与えるものがあるのかいうものの中

心になっているのは、私は何といってもこの久慈城だ

ろうと思います。したがいまして、久慈城の整備をす

るための条件整備として、発掘調査を徹底的に県のほ

うからやっていただく。その上で、久慈城を 終的に

建設していくんだ。そこに向かう道しがらを整備して

いくんだと。そういう状況は、私は同時に進めていか

なければならない状況だろうと思いますので、その点

の認識をひとつ聞かせていただきたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  史跡、それから歴史マッ

プ、それから史跡の重要性ということについては、全

く議員さんと同感でございまして、歴史マップにつき

ましては、先ほど教育長から申し上げましたとおり現

在、作成中でございまして、指定文化財が中心とはな

りますが、その中にも歴史にかかわるものを取り入れ

ていきたいということでございます。 

 これにつきましては、歴史の史実、信ぴょう性等も

重要なわけでございますので、それらを十分に検討し

て、できるだけ掲載してまいりたいということでござ

います。 

 それから、史跡の説明板でございますが、先ほど申

し上げましたとおり、指定史跡につきましては、説明

板あるいは石碑、標柱につきましては立てているわけ

でございます。また、その他の説明板等につきまして

も、その重要度等をこちらで判断いたしまして設置し

ているものもございますが、当然すべてというもので

はございませんが、できるだけ年度計画を立てまして、

説明板等については、現在も設置しておりますが、こ

れからも設置してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ８番砂川利男君。 

○８番（砂川利男君）  順番が逆になって大変申しわ

けございませんが、河川整備の促進ということについ

て、お尋ねをいたします。 

 今回の久慈の震災が比較的、よその地域と比較して

軽くすむことができた。その大きな原因は、いろんな

ところから聞きますと、久慈は、大きいな川が久慈川、

長内川、小屋畑川、夏井川と、これだけある。これに

津波が分散していくことの影響というのは、他の町と

は大きな違いだと。したがってそういったものは、非

常に大きな効果を出したのではないかとも言う人がお

るようです。私も、ああなるほどなというふうに感じ

ております。 

 そこで、この川底を私は１メートルぐらい掘り下げ

ることをやっていただいたらどうだろうかというふう

に思います。一つの河川を１キロから２キロぐらい、

20メートルぐらいの幅で掘り下げたとした場合、これ

から排出される砂利というものは、私は数千立米とい

うか、数万立米というか、お金に換算するならば、億

単位になってくるんじゃないかなというふうに思われ

てならない。それを久慈市が直営でやっていくんだと

いうような形も、構想の中で取り上げていくべきでは

ないかなというふうに思いますが、ご所見を賜りたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  河川の河床の掘り下げとい

うことであります。 

 今回の津波、これについてはかなり、久慈川につい

ては大成橋の付近まで遡上したと。それから長内川に

ついても、新街橋の上流付近までは遡上した。そうい

った痕跡があることは確認してございます。それとま

た別に、今回の台風15号、これによってかなりの土砂、

これが上流から流れ込んだと。こういった事実もある

わけであります。 

 災害のたびに、こういった河川の河床が上がってい

るということを確認しております。県においても、こ

ういった河川についていろいろ現状確認しております。

その必要性は十分認めているところではありますけれ

ども、何せ莫大な量ということで、今後そういった河

川の川底の土砂の堆積、そういった多くたまっている

ところ、こういったところ等を優先的に排除してまい

りたいというふうなことも伺っております。いずれ予

算的な部分もありますので、今後、市のほうでも県に

対していろいろ、予算の獲得について強く要望してま

いりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 
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○23番（大沢俊光君）  小倉議員の質問に関連いたし

まして、何点かご質問を申し上げたいと思います。 

 まず、通告の中の２番の久慈市の復興計画のところ

でございますが、報道を通じながらでございますけれ

ども、私らの宇部川の圃場整備事業のエリア内に、実

は野田のがれきが積まれておったわけですが、このた

び久慈広域の連合長というか、組織のトップをやって

おります市長さん方の働きかけ、努力によって、他県

である八戸市さんが受け入れてくれるという表明があ

って、それがにわかに荷物が動き出しております。 

 そういうようなことで、エリア内にあるもの、事業

が計画されてるものの推進責任者とすれば、感謝と御

礼を申し上げるところでございます。どうか、がれき

撤去後、処理後も生産物、食料にかかわる農地の隣接

地でございますので、放射能検査等々についても怠り

なくひとつお願いを申し上げたいと、このように思う

ところでございます。 

 改めて、八戸市さんには感謝と御礼を申し上げると

ころでございます。 

 それから、通告の質問のところでございますが、こ

のエネルギー政策のところで、年度で申し上げますと、

私ども昨年、会派で東北電力さんで研修したというこ

とは議場で申し上げて、そのときに天然のガスエネル

ギー政策、これらについて勉強したことを報告申し上

げてきましたが、いずれこの視点を忘れないで、きょ

うも質問が出たわけですが、政策として考えておいて

いただきたいと、頭の中に。 

 と申しますのは、やはり今、国策、国益、ある意味

で大きな話をすれば、全世界の中で、原子力発電のあ

り方について、非常に多種多様な論議がある中では、

なかなか拡大というのは、国策では厳しい環境にある

んじゃないかと。そういう論点、視点から申し上げま

すと、ぜひ手を挙げておく、情報を得るということは、

大事な視点。そして、外舘副市長が申し上げた、ある

いは部長が申し上げた岩手県には発電所がないと。他

の県から買い受けなければならない、四国４県分もあ

る県の政策として、いかがなものかという視点を久慈

から強いメッセージを発信しながら、エネルギー政策

にかかわった視点を持ってほしいと、こういうことで

ございます。この考え方が一つです。 

 もう一つ、そのエネルギー政策で、新しく申し上げ

ますけれども、今回の震災で、とにかく備蓄しておる

石油、原油の海岸沿い、沿岸のタンクが軒並みやられ

たと。こういうことで、報道にはないんですが、久慈

の方式の備蓄が、にわかにクローズアップされてると

いうことを言う人がおります。どうか、ひとつ国との

かかわりの水面下の中で、増設なども考えられるのじ

ゃないかと。いわゆるエネルギーの備蓄の方法として。

なおかつそれに付加価値をつけて、国策にかかわるん

であれば、中間処理施設なりいろいろなことを国と協

議すると、こういう考え方もあるような思いを持ちま

すけれども、その考え方について、もしご所見があり

ましたらお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  再生エネルギーにかかわっ

て、今後の久慈市のどういうふうにやるべきかという

ことから、特に石油地下備蓄基地の貯蔵している原油

の問題でありますけれども、実は経産省のほうでも、

いわゆる原油だけではなくて、今回の震災を期に、い

わゆる製品をやっぱり備蓄する必要があるというふう

なことを、経産省でも今後課題だということを言って

います。そういうふうなことから、実は、経産省の石

油課長も備蓄を視察をしながら、市のほうにもお寄り

いただいたわけでありますけれども、ぜひ原油は備蓄

しているんだけれども、久慈市のいわゆる製品を経産

省でもそういうふうな問題意識を持っているわけなの

で、ぜひ久慈の備蓄基地に製品の備蓄ということ等に

ついても検討をしてほしいというふうなことは、お話

を申し上げておりますが、いずれ今後についても、国

のどういうふうにそういう政策を進めるかっていうこ

と等については、情報をきちっと収集しながら、今言

ったような方向でお願いをしていきたいというふうに

思いますので、ご理解をいただきたいというふうに思

います。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  いわゆる自由な発想、新しい

視点、新しいまちづくりの中で、ぜひ強力に推進、協

議していただきたいと思います。 

 それから、次に、平沢工業団地のかかわりの②番。

これでも、一方では非常に残念な債権回収という至る

企業が出たわけですけれども、その中でそれを引き受

けるまた新しい企業が出たと。こういうことで、先ほ

ど今後の進むべき方向について工業集積だとこういう

ことで、なかなか空間があったけれども、芽が出たと。 
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 で、具体的に紹介があったので話しますが、どうか

ひとつこの落札で受けた宇部せんべい店さんの成長企

業に対する張りついた場合に、落札後の協議なり制度

活用、支援策、これらについて進めておられるのか、

あるいは考え方をどのように持ったらいいのかお尋ね

します。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  平沢工業団地へ

の宇部せんべい店さんの進出ということに対する支援

ということのお尋ねでございますが、その売買契約が

成立した後に、私どもといたしましても、その宇部せ

んべい店の社長に接触をいたしまして、いろいろと相

談をさせていただいております。今現在ある当市の制

度をできるだけ活用できるような方向で、雇用のほう

も確保していただければ、それはそれなりに、私ども

も補助をさせていただくというようなことは、ご説明

を申し上げているところでございますし、社長はそれ

に向けて今、準備を進めているというふうには伺って

ございます。できる限りのことをさせていただきたい

というふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  大変勇気づけられた内容でご

ざいますが、いずれ宇部せんべい店さんに限らず、こ

の時期にしてこういう事業拡大、企業拡大を図るとい

う会社に対しては、積極的に対応していただくという

ことが大事だと思いますので、ぜひその対処について、

行政でできる範囲内で対応をお願いしたいところでご

ざいます。 

 次に、９番の②。私は、新聞の報道で知り得る分し

かわからないんですが、高規格道路で久慈に、先ほど

の説明、答弁ですと、インターが２カ所ですか。こう

いうことですが、この前の大変市長が主催したリア

ス・ハイウエイの久慈・八戸道、三陸道沿線の住民大

会、12月４日、非常に勇気づけられた意義ある大会だ

ったと、どなたもそう思ったと思うんでありますが、

その中で非常にいいやりとりは、道路をつくって交通

整備して、ストロー現象になってきてる現象、今まで

のことを国は反省しているというふうな話があったよ

うに承ってますが、それに二の舞を踏まないように、

今度はインターですか、出たり入ったりを、この道路

というものは、そこの住民、地域、町に密着した道路

にしたいという話を聞いて、大変感動をいたしました

し、市長、いいときに大会なり、意義ある内容のディ

スカッションができたなと思ってますが、そうします

と、ある意味ではマスコミを通じたり、ちょっと私、

危険な発言になりますが、実はその人たちがどうかわ

かりませんよ。長内のところの281号線のバイパスの

トンネルのところと、私らの宇部町内のところで、そ

れと関係あるかないかわかりませんが、測量屋さんめ

いた人たちが動いてんですよね。それで、山主の住民

の方も何かちょこっと接触してみたら、それじゃない

かなという話のあれもあるんですが、かなり国は500

メートルとはいえ、方向付けができているんだなとい

うことを推計、推測します。マスコミなりそんな動き

を見て。 

 で、さっきの話とつなぎますと、そこの関係する自

治体のまちづくりが、生かしてほしいというところで、

むしろ市のほうがセッティングするためにどういうふ

うになっていくか。例え話をしちゃまずいわけですが、

高規格道路はちょうどそこの県立病院を抜けたところ

までできていくとするならば、そして、野田村が復興

計画の新聞報道によるシミュレーションといいますか、

イメージ図をつなぎ合わせてみますと、やっぱり高架

橋になるのかなとか、トンネルになるのかなとか、45

号線に沿うのかな、バイパスに沿うのかな、まあいろ

いろなことを考えます。市として、公表できる範囲内

で、どの辺あたりまで接点を持ちながら、まちづくり

を生かす道路との接点の協議を進められておるのかお

尋ねします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ただいまのご質問は、久慈

北道路にかかわってのことだというふうにとらえてお

りますけれども、確かに今回の道路の接続にかかわっ

て、これは現在の国道281号、これが長内トンネルの

出口のところで交差するわけであります。こういった

接する部分に、これは今、私どももいろいろ三陸国道

事務所のほうにも、そのあり方、そういうものについ

ていろいろ提言等も申し上げております。 

 というのは、この高規格道路を津波からの防波堤に

したいというふうなとらえ方もあるわけであります。

ただ、そういった際に、現在の久慈道路といいますか、

高規格道路、これに接続する場合に、トンネルであそ

こを行くのか、あるいは高架で行くのかといったこと
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にもよって、あの元木沢地区のまちづくり、これがか

なり変わってくる。こういうふうに思っております。 

 それから、現在の長内トンネルのルートでは、高速

通行といいますか、高規格の道路で通行するのにはち

ょっとカーブがきつい。そうなってくれば、トンネル

で行くか、新たにトンネルを掘るか、あるいは開削で

いくか、こういったこと等も、いろいろ地形的な部分

もあって、これについて、いろいろ三陸国道事務所と

今検討を重ねている状況であります。 

 そういったルートのあり方、これについては先ほど

申し上げましたとおり、500メートルの範囲というこ

とでお話を申し上げておりますけれども、いずれ現在

の国道45号に併設して、北リアス線が走っているわけ

でありますけれども、こういったルートをどのような

形で越していくかですね。そういったこともあります

し、その線形によっては、余りカーブのないような、

そういった高速ルートを持っていくということもあり

ますので、こういった部分については、これからいろ

いろとルート選定にあたって、設計をしていくという

ことになるだろうと思います。 

 現在、その用地の関係については、宮古市以南、こ

れについてはもう三陸縦貫道ということで、整備がど

んどん進んできておりますので、そういった部分では

用地の測量等々も比較的早く終わってきています。た

だ、宮古以北については、これからの部分が多くござ

いまして、そういった意味では、設計と用地の関係が

同時併行で進む。そういったこともあるのではないか

というふうにとらえております。 

 そういった意味では、先ほど申し上げましたとおり、

今年度中にはそういった用地の関係とかルートの関係、

こういったものが明らかにされてくるのではないかと

いうふうに思っておりますが、現時点では詳細な、そ

ういった内容というものはまだ示されていないという

状況でございます。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  23番大沢俊光君。 

○23番（大沢俊光君）  私の質問の趣旨は、その詳細

なルートを聞きたいということじゃなく、やりとりで

わかっていただいたと思うんでありますが、国の姿勢

を待つのではなく、国が言っているとおりそこの地域

のまちづくりに貢献する道路にしたいということです

から、都市計画とも十分な協議をして、久慈市民のた

めに、広域市民のためになるような高規格道路であっ

たり、まちづくり道路であったり、防災道路であった

り、発信する政策を進めることをご期待申し上げます。 

 それから、農業振興の５番のところですが、私自身

は推進協の責任者をさせてもらっていますが、11月末

で40％になったということで、策定が順調に進んでい

る。いろいろ大変ありがとうございます。 

 それで、実は補助率も国の政策の中で、国のほうが

５％のかさ上げというのかな、なりまして、受益負担

が当初10％で説明会があったのが、５％まで圧縮され

てまいりました。そういうふうなことで、にわかに受

益者が意欲が出てきたというか、以前より、さらにも

この事業を進めなければならないという姿勢がありあ

りと出てきました。どうかひとつ計画の段階では、県

の農村整備室ですし、それを補佐しながらこの推進協

というものがいろいろ協力しているわけですが、ひと

つ何といいますか、例で申しますと、10アール当たり

の上限額が200万円が限度だというふうに聞いており

ます。大川目さんが聞いた話だと175万か何ぼだそう

ですが、いろいろな地域住民の要望を上げると、その

額が上がって、上限額にぶつかってしますと。 

 で、基盤整備が主なのに、他のほうの事業にとられ

ては大変だというふうなことですが、そうしますと農

業用水なり頭首工なり、この宇部の地域は、今いうと

おり高規格道路のエリアにも入っているし、国道があ

り、河川があり、三鉄があり、これらをどういう事業

で組み立てたらいいのかというその要望を出せとか何

とかいっても、なかなかわからない部分があるんです

よね。そういう事業政策についても、ひとつ市のほう

からも制度だの事業の乗り方などについては、今後指

導をいただきたいと。あるいは一緒になった協議して

いただく体制をお願いしたいと。 

 ちょうど181号農政の12月２日付で、市長名で文書

をいただいて、市主催の会議がある。これは農業の担

い手だとこういうことですが、それらもろもろ、今後

とも市のほうからもご指導いただきながら、ともに農

業振興にかかわっていきたいと思うんですが、考え方

をお尋ねしたいと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまのご質問にお

答え申し上げたいと思います。 

 いずれこの事業の中心となるべきものは、やはり受
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益者だろうと思います。その受益者の意見、市といた

しましては、意見等を吸い上げる、把握する。そして、

関係機関、団体がまさに一緒になって、せっかく事業

を行うことになれば、よりよい事業に仕上げていくの

が大事と考えてございます。 

 先ほど来、三陸北縦貫道路のルート決定等で、この

事業が大きく変わるかもしれません。で、議員さん先

ほど、道路の関係、あと三鉄の関係と、幅広い連携の

もとにやるべきだと。私もまさにそう思います。その

ように取り組んでまいりたいと考えます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  政和会代表の小倉建一議員に

関連をしまして、時間の許す範囲で関連質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、先般行われた12月４日のリアス・ハイウエイ

大会でありました。私はあれを見ながら、夢・希望を

感じたところであります。というのは、実は市長さん

方、公務、激務お忙しい中、八戸市から気仙沼市まで

の７市の市長さんがそれぞれおいでになって、久慈市

においでになって、そして復旧・復興に向けての力強

いパネルディスカッションを聞きましたけれども、ま

さに７人のきずなを感じました。まさに７人の侍が、

いよいよ復旧・復興に向けてきずなを確かめ合って、

励まし合って頑張ろうという思いを感じたわけであり

まして、いよいよ復旧・復興に向けて、槌音が聞こえ

てくるなというような感じを受けたわけであります。 

 その中で、夢いわゆる希望でありますし、あるいは

ロマン、あるいはやすらぎにつながるのかな、そんな

思いがあるわけですけれども、私は職員は、まさに久

慈市のシンクタンクであります。とりわけ若い職員が

将来へ向けて、久慈市のあるべき姿をそれぞれ描いて

いる夢・希望・ロマン等々、恐らくそれぞれ持ってる

んだろうと思っております。そういった意味におきま

して、市長はオーケストラの指揮者として、音色を奏

でさせるわけですけれども、それぞれの部長さん方は、

またパートの指揮者として、それぞれ活躍なさってい

るわけであります。 

 そういう中にあって、この横断的ないわば今の縦割

り行政ですけれども、横断的な意味でこの若い職員が

夢、あるいはロマンを語る、そういったチーム、ある

いはプロジェクトチームといいますか、そういうなの

が現在、市の中に、組織の中に存在しているのか。任

意でもいいんですけれども、まずそこをお尋ねをした

い。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  実は、復興のまちづ

くりの関係で、庁内の若手を横断的に集まっていただ

きまして、そういう将来の久慈市の未来について、10

回ほど会議を開きました。それで、各地域のほうにこ

の知恵を持って、住民の皆様と意見交換会をしたとい

うような実績もございますし、久慈市にとりましては、

そのときそのときに応じて、いろんな横断的なチーム

づくりをしているというふうに承知しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  既にそういった形で13回ほど

会議がなされているということで、いよいよ安心感を

持って見守っていきたいなと思っているところであり

ます。 

 そこで、いよいよ復旧・復興であります。３月11日

発生以来８カ月であります。私にすれば、きのうのよ

うであります。復旧・復興計画は、それぞれ県あるい

は市、自治体が計画を策定してるわけでありまして、

それはそれとしていいわけでありますが、被災者にと

っては、まさに春桜が咲く直前の被災を受け、いよい

よこの真冬に入るというふうな思いで、この心、ほん

とに寂しいものがあるんだろうと思っております。 

 そんな中で、先般、日報の記事で特集的に組まれた

のは、小地谷市の先進例がありました。私は、恐らく

この先進例を先例を十二分に見極めながら、久慈市に

とってもこれらを有効活用していこうと思っていると

思うわけでありますけれども、総括的な意味で、小地

谷市、そして久慈市を比較した場合にどうなのかとい

う総括的な話をまず承りたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地元に入りまして一

番心配なのは、コミュニティの崩壊だというふうなと

ころを各皆様のほうからお伺いしているというところ

があります。私どもといたしましても、小地谷市の内

容を詳しくは存じ上げませんけれども、いろんな意味

でコミュニティの崩壊、地域の崩壊というのはおそれ

があるというふうに言われておりますんで、ここのと
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ころは意を配して、ぜひ皆様のこれまでの生活基盤を

できるだけ崩さないようなまちづくりに進めてまいり

たい、取り組んでままいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番浜欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  そこで、小地谷市の先例を言

いますと、恐らく私、斜め読みなんですけれども、被

災発生してから１年後には、土地の売買契約がなされ

る。そして、２年以内、１年半ぐらいでしたか、住宅

建設も始まるというふうな状況を時系列的に見たわけ

でありますが、現在、久慈市の状況は、いよいよこれ

から募集計画といいますか、移転計画等々聞き取り調

査というふうなことで、大いに期待していますけれど

も、当初発生したときに国では、例えば生活支援金の

かさ上げも話題になったわけでありますが、300万円

ですね。話題になったわけでありますが、これも少な

いというふうなことで話題になった経過がありますけ

れども、具体的に現在、第三次補正ではその辺は見て

ないのか。あるいは、国としてこの問題は、今もなお

議論されているのか、情報としてお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  支援金につきまして

は、基本的には全壊であれば100万円プラス 大限で

新築の場合200万円というような支援金だと思います

が、ここのところは、今のところ変更はございません

けれども、住宅の再建については今、県のほうでもそ

ういう制度の仕組みづくりをしておりますし、防災集

団移転のほうでもそこのところの補てんというのをい

ろいろ施策として表してきております。これについて

いろいろ、後でご質問ありますけれども、そこのとこ

ろで、市のほうでも対応を考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  申請期間が定められていると、

この支援金についてですね。申請期間が定められてい

るわけですけれども、この申請期間の延長というのは、

どういうふうに国のほうでは見ているのかお知らせく

ださい。 

○議長（八重櫻友夫君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  被災者生活再建の支

援関係につきましては、13カ月の申請だそうでござい

ますが。そこは済みません、野田口部長のほうからお

答えしますが。 

 そのほかに、実は防集の関係とか県のほうの助成制

度の関係、とりあえず新築の場合は５年をめどに今、

設定してるんじゃないかなという情報を得ております。

また、補償につきましては３カ年の申請というような

情報を得ているところですが、まず制度が確定した段

階で、これは情報提供したいというふうに考えており

ますし、できれば今週末想定しております、あした以

降のところでもお話できればというように考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  被災者の生活再建支

援金の申し込みの期間でございます。これには基礎支

援金と加算支援金、いわゆる 初にもらう分と住宅を

どうにかするということの中でもらうという分です。

基礎支援金の場合は13カ月になっておりますが、今回、

規模が大きい災害ということで、加算支援金について

は特例ということになりますでしょうが、37カ月とい

うことになっております。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  リアス・ハイウエイの絡み、

この縦貫道路の絡みです。津川本部長の話を聞いてお

りました。私は、その前にこの道路がもう、釜石の市

長さんですか、これまでは要望大会だったけれども、

実現するというようなことで、この大会から趣旨が若

干変わったんだよという話をされました。私は、何を

一番そこで思ったかというと、久慈市は鉄路ができて、

八木、八木から久慈、実は東京に行くのに八戸を経由

していくという、これが久慈の特性であります。 

 高速道路についても、実は久慈盛岡間というのは直

通ルートがなくて、先ほども出ましたが、現在は九戸

インターを利用しながら行くと。八戸市さんよりも、

恐らく久慈市から盛岡に行くには、時間距離としては

長いんだろという状況があった。今回、これが震災に

よって復旧・復興、復興道路あるいは支援道路という

ようなことで、この道路が５年から10年の間にできる

んだというふうな話の中で、いよいよ八戸を経由しな

いで、実は宮古経由しながら、沿岸経由で仙台、東京

に行けると。これは大きな変換がなされると思って、
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大きく期待をしているところであります。 

 その中で、畑浩治さん、地元の衆議院議員がおるわ

けですが、情熱通信という講演会の通信本があるんで

すけれども、その中で、代表的な成果例というのを実

は、彼は彼で書いているんです。その中に、ルートや

インターの位置も決定されてますというのが、彼の情

熱通信の中には書いてある。で、私は、これは用地の

問題もからみますので、用地が、ルートが決まるとそ

れを情報をキャッチして高くつり上げていくというこ

ともあるので、情報として提供できないのか。あるい

は、本当に知らないのか、ルートを、インターチェン

ジを知らないのか。私は、この情熱通信を見る限り、

実はもう決定されているということでありますから、

地元衆議院議員とのコンタクトはどうなっているのか、

そこら辺教えていただければと思います。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  高規格道路にかかわった用

地にかかわってのことでありますが、今議員から始め

て聞いた情報であります。いずれ私どもは、実際に用

地の選定、あるいはルートの選定といいますか、そう

いったものに入っていく前に、今回１月には、長内地

区と宇部地区の住民の方々に対して、用地測量に入る

ための説明会、これをやりたいと思っております。 

 その後で、国のほうで決めるルートにかかわっての

測量、これが実際に入ってくるわけです。ですから、

測量そのものは２回か３回にわたって測量が入って、

そしてそのルート、それから地積が確定していくとい

うことになります。現時点でもうルートが決まってい

るということについては、確かに先ほどご答弁申し上

げましたように、宮古以南については、これはもうか

なりルートが先行して決められておりましたので、も

う地元の説明会等々がなされている状況にあります。 

 北側については、今、尾肝要用道路、これが今トン

ネルの掘削で工事が始まりましたけれども、この辺の

ルートまでは、ある程度のものがありますが、普代の

トンネルから野田にかけ、そして久慈にかけてのルー

ト、これについては皆目ルートがまだ500メートルの

幅でしかまだ示されていない状況であります。いずれ

国からはことし中にそういった地元の説明会に入ると

いう報告をいただいて、１月から地元の説明会を開催

していきたいというふうにとらえております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  先ほど生活再建支援

金の関係で、基礎支援金について私、13カ月と申し上

げましたが、今入った情報でございますが、本日12月

７日の通知で、１年間延長ということで、基礎支援金

については13カ月が26カ月になるということでござい

ます。ただし、当市におきましては、基礎支援金につ

きましては100％の申請をしておりますので、対象に

なる方はいらっしゃらないということになります。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  この北縦貫道と八戸・久慈自

動車道の連結の絡みでものを考えますと、野田のほう

が新聞等でも路線が報道で示されたわけですけれども、

山際を通る。要するに、役場の西側のほうを通りなが

ら来るという図が示されておった。私は、それは正解

なんだろうと思う。私はこの間、塩釜に行ってきたん

ですけれども、この高速道路が高架化されてるんです

ね、高架化。私は、多分国交省が進めるこの高速道路

については、基本的な高架化なのかなという思いが実

はあるんです。そういうことを考えますと、久慈まで

に来る路線というのは、私なりに思うと、工業高校を

かすめながら、そして三鉄が島越で交差するわけです

けれども、そこら辺をタッチしながら、三鉄とうまく

リンクして久慈に入ってくるのかなという思いが実は

強い。そうなると、多分野球場の問題についても、実

はインターとの兼ね合い。で、さっき砂川さんは３キ

ロおきにインター云々という話も出たわけです。 

 私はそうなると、私はまちづくりに大きくこのイン

ターチェンジというのは影響しますので、この辺も大

いに情報をキャッチしながらまちづくりに寄与してい

ただきたいと思っているわけですけれども、これにつ

いては私の想定でありますので、決して要りません。 

 後に、野球場の話が出ましたので、教育委員会の

ほうに一つだけお聞かせ願いたいんですが、私は持論

として青空野球場は要らないと思ってるんです。私の

持論です。で、私は大館に見る、まさにドーム型の球

場を県が主体となって建設をしていただければありが

たいなというのが私の願いなんです。 

 防災機能を兼ね備えた野球場という答弁が何回かあ

りました。防災機能を備えた野球場のイメージについ

て、少しレクチャーいただきたい。 
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○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  まずドーム型球場、これに

ついて前の議会でございましたでしょうか、濱欠議員

さんのほうからお話がありました。確かに、私はあの

際に、理想ですし夢だと、夢は実現できるものだとい

うことまでお話いただいたわけでありますが、そこで、

このドーム球場については、私は今回の、先ほども私

答弁しましたのは、防災機能を備えた野球場と。これ

は要するに、具体的に防災機能が何なのかについては

現在、計画策定中でございますので、そこの具体的な

ところはまだ申し上げるような状況になってございま

せん。 

 また、そうした場合に、なかなかに屋根つき球場が、

どうしても防災のために必要な施設であるのかどうか

といったところの議論になってまいりますと、なかな

かにそこのところは難しい部分があるんだろうなとい

うふうに思っているところでございます。いずれ早期

に実現が図られるような努力をしてまいりたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  24番濱欠明宏君。 

○24番（濱欠明宏君）  後の質問になります。 

 千年に一度と言われたこの大きな大震災であります。

多くの方が犠牲になりました。こういうときには、と

かく人は宗教にすがっていくという思いがあるそうで

あります。私らも、この会派で実は糠部三十三観音め

ぐりをしておりまして、そこに歴史を訪ねながら、あ

るいは西暦800年代からのロマンを訪ねながら歩いて

いるわけでありますけれども、まさにこのふるさとに

おいても、そういった意味では、まさにロマンを訪ね

る、安らぎを求める、そういった視点も必要になって

くると思いますので、それらについても市民が安らげ

る、そういう久慈でありたい、望む。市長の考え方を

後にお聞かせ願いたい。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  今回の震災の有無にかかわら

ず、市民が憩える、安らげる、そういったまちづくり

が必要だろうと、このように思っております。そして、

その安らいだ状態でいるためには、一定の経済的な基

盤も整えなければならないでしょうし、福祉の充実、

教育の充実、こういったものを整えていかなければな

らない。いわば行政が目指すべき 終目的はそこにあ

るんだろうと、このように思っております。 

 私自身の言葉で申し上げれば、満足度をいかに高め

ていくかということにもなるわけであります。ぜひ、

今、議員からご指摘のあったことを生涯忘れずに、こ

れからもその姿勢を堅持しながら市政運営に携わって

まいります。よろしくお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（八重櫻友夫君）  以上で本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後５時43分   散会   

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


